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〈
特
集
論
文
〉 

文
部
省
直
轄
学
校
関
係
者
の
活
動 

―
第
三
高
等
中
学
校
教
員
出
張
記
録
か
ら
み
え
る
も
の

― 

鄭 

賢
珠 

は
じ
め
に 

一
．
上
京 

（
一) 

学
校
長
の
上
京 

（
二
）
教
頭
の
定
期
上
京 

二
．
学
校
視
察 

（
一
）
学
校
長
の
学
校
視
察 

（
二
）
教
頭
に
よ
る
尋
常
中
学
校
視
察 

（
三
）
教
授
の
学
校
視
察 

お
わ
り
に 

 は
じ
め
に 

 

一
八
八
〇
年
代
に
帝
国
大
学
で
象
徴
さ
れ
る
高
等
教
育
機
関
の
統
合
が

行
わ
れ
る
な
か
で
、
一
八
八
六
年
四
月
「
中
学
校
令
」
発
布
に
よ
っ
て
全

国
を
五
区
に
わ
け
て
区
ご
と
に
一
ヶ
所
の
高
等
中
学
校
を
設
置
す
る
こ
と

が
決
ま
っ
た
。
こ
れ
に
基
づ
い
て
、
東
京
大
学
予
備
門
が
第
一
高
等
中
学

校
、
大
阪
の
大
学
分
校
が
第
三
高
等
中
学
校
へ
改
編
さ
れ
、
第
二
、
第
四
、

第
五
高
等
中
学
校
の
設
置
が
進
め
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
「
諸
学
校
通
則
」

一
条
に
従
っ
て
県
立
山
口
中
学
校
が
山
口
高
等
中
学
校
へ
（
一
八
八
六
年

一
一
月
）
、
鹿
児
島
県
立
中
学
造
士
館
が
鹿
児
島
高
等
中
学
造
士
館
へ
（
一

八
八
七
年
一
二
月
）
と
改
造
さ
れ
る
。
地
域
、
経
費
な
ど
が
一
律
で
は
な

い
も
の
の
、
同
じ
レ
ベ
ル
の
教
育
が
求
め
ら
れ
る
文
部
省
直
轄
学
校
が
誕

生
し
た
の
で
あ
る
。 

本
稿
で
分
析
対
象
と
し
て
い
る
第
三
高
等
中
学
校
教
員
に
関
連
す
る
主

な
資
料
は
、
京
都
大
学
大
学
文
書
館
所
蔵
の
「
第
三
高
等
学
校
資
料
」
で

あ
る
。
こ
の
資
料
群
は
、
他
の
高
等
中
学
校
資
料
よ
り
も
年
次
資
料
が
多

い
と
い
う
特
徴
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
資
料
を
も
と
に
、
『
神
陵
史
：
第

三
高
等
学
校
八
十
年
史
』
（
神
陵
史
編
集
委
員
会
、
一
九
八
〇
年
）
『
史

料
神
陵
史
―
舎
密
局
か
ら
三
高
ま
で
―
』
（
神
陵
史
資
料
研
究
会
編
、
一
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九
九
四
年
）
な
ど
の
学
校
史
が
発
行
さ
れ
る
一
方
で
、
地
域
や
経
費
問
題

が
絡
ん
で
い
る
学
校
の
創
設
過
程
（
１
）

、
入
試
な
ど
を
通
し
た
尋
常
中
学

校
と
の
聯
絡
問
題
（
設
置
区
域
問
題
）
（
２
）

、
責
任
者
で
あ
る
校
長
・
教

頭
の
教
育
理
念
や
寮
、
校
友
会
な
ど
の
分
析
を
通
し
た
学
校
文
化
（
３
）

に

つ
い
て
の
研
究
も
行
わ
れ
て
い
る
。 

と
こ
ろ
が
、
高
等
中
学
校
の
校
長
・
教
頭
が
持
つ
文
部
省
に
お
け
る
位

置
づ
け
や
活
動
が
考
察
さ
れ
た
こ
と
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
研
究
状
況
に

は
、
『
文
部
省
年
報
』
や
教
育
雑
誌
の
彼
ら
の
活
動
に
対
す
る
記
述
方
式
・

内
容
に
ば
ら
つ
き
が
あ
り
、
活
動
の
実
態
を
考
察
す
る
に
は
、
限
界
が
多

い
こ
と
に
も
一
因
が
あ
る
。
本
稿
は
、
学
校
長
を
対
象
と
す
る
こ
と
で
、

学
校
長
の
制
度
化
さ
れ
て
い
な
い
文
部
行
政
に
お
け
る
権
限
や
裁
量
が
学

校
政
策
、
教
育
行
政
の
両
面
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
の
か
検
討
す

る
。
さ
ら
に
、
学
校
長
の
み
な
ら
ず
、
教
頭
や
教
授
を
分
析
す
る
こ
と
で
、

当
時
の
学
校
業
務
の
実
態
、
高
等
中
学
校
と
区
域
内
尋
常
中
学
校
と
の
関

係
（
接
続
）
を
明
ら
か
に
す
る
。 

第
三
高
等
中
学
校
教
員
の
出
張
記
録
を
も
と
に
、
出
張
目
的
、
場
所
を

分
析
す
る
と
大
き
く
三
つ
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
①
文
部
省
へ
の

校
務
報
告
、
高
等
中
学
校
長
会
、
教
頭
会
議
な
ど
の
た
め
の
上
京
、
②
他

学
校
の
実
況
視
察
、
③
学
校
内
校
務
の
た
め
の
視
察
（
移
転
、
医
学
部
、

修
学
旅
行
（
４
）

）
で
あ
る
。
③
に
関
し
て
は
す
で
に
学
校
史
の
中
で
も
詳

細
に
記
述
さ
れ
、
研
究
分
析
も
行
わ
れ
て
い
る
も
の
の
、
①
②
は
簡
単
な

言
及
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
①
②
を
中
心
に
会
議
記
録
、
復

命
書
な
ど
の
現
存
資
料
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
出
張
先
、
期
間
、
目
的

な
ど
を
分
析
す
る
。
こ
の
作
業
を
通
し
て
、
校
長
会
、
教
頭
会
議
、
学
校

視
察
な
ど
学
校
長
・
教
頭
・
教
授
の
学
校
外
活
動
の
意
味
を
考
察
す
る
。 

 

一
．
上
京 

（
一
）
学
校
長
の
上
京 

各
年
度
の
『
第
三
高
等
中
学
校
年
報
』
（
５
）

に
よ
れ
ば
、
上
京
の
た
め

に
学
校
長
が
出
張
し
た
期
間
は
【
表
１
】
の
通
り
で
あ
る
。 

             

 

【表１】 第三高等中学校長上京期間 

1886年 5月9日～6月4日 

1887年 3月30日～4月20日、6月7日～9月23日、11月24日～

1888年2月24日 

1888年 5月15日～9月17日、12月22日～1889年2月28日 

1889年 4月21日～6月21日、12月5日～1890年2月28日 

1890年 5月16日～7月4日、12月25日～1891年2月6日 

1891年 5月24日～6月27日 

1892年 5月6日～6月28日 

1893年 6月16日～7月6日、10月18日～28日 

1894年 1月25日～2月3日、4月18日～6月10日、7月19日～ 

8月6日 
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第
三
高
等
中
学
校
長
の
交
代
（
一
八
八
七
年
四
月
二
二
日
）
と
も
関
係

な
く
、
上
京
は
定
期
的
に
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
年
報
の
中
で
も
定

期
上
京
、
臨
時
上
京
と
い
う
用
語
が
出
て
い
る
よ
う
に
、
文
部
本
省
か
ら

の
諮
詢
な
ど
に
よ
っ
て
臨
時
的
な
上
京
が
行
わ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。 

定
期
上
京
の
場
合
、
通
常
五
月
に
行
わ
れ
る
が
、
一
八
七
九
年
五
月
一

二
日
に
定
め
ら
れ
た
「
大
坂
専
門
学
校
事
務
章
程
」
の
中
に
「
定
期
外
上

京
ス
ル
事
」
（
上
款
八
項
）
、
「
定
期
（
五
月
一
日
ヲ
着
京
ノ
期
日
ト
定

ム
）
上
京
ス
ル
事
」
（
下
款
一
二
項
）
（
６
）

と
規
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

高
等
中
学
校
以
前
か
ら
続
い
て
い
た
。 

こ
の
上
京
に
は
、
助
教
諭
あ
る
い
は
書
記
一
名
な
ど
が
同
行
し
て
お
り
、

時
に
は
医
学
部
長
菅
之
芳
、
会
計
主
任
辻
範
長
、
医
学
部
会
計
主
任
竹
内

兼
元
も
同
行
し
て
い
る
。
医
学
部
長
、
会
計
関
係
職
員
の
同
行
は
文
部
省

の
要
請
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
（
７
）

。 

一
度
の
上
京
に
か
か
る
日
数
は
、
短
い
も
の
が
一
〇
日
前
後
、
長
い
も

の
は
一
〇
〇
日
前
後
で
、
年
度
に
よ
っ
て
は
半
年
ほ
ど
学
校
長
が
不
在
の

こ
と
も
あ
る
。
一
八
八
七
年
四
月
二
二
日
学
校
長
を
兼
任
す
る
よ
う
に
な

っ
た
折
田
彦
市
は
、
文
部
省
参
事
官
で
学
務
局
長
浜
尾
新
（
８
）

の
不
在
中

代
理
（
一
八
八
六
年
九
月
二
七
日
〜
一
八
八
七
年
五
月
一
二
日
）
を
し
、

代
理
を
免
じ
ら
れ
て
か
ら
も
文
部
省
参
事
官
と
し
て
文
部
行
政
に
直
接
携

わ
っ
て
い
た
（
一
八
九
〇
年
六
月
二
一
日
第
三
高
等
中
学
校
長
が
本
職
に

な
っ
て
も
文
部
省
参
事
官
を
兼
任
す
る
）
。
こ
の
た
め
、
他
の
学
校
長
よ

り
も
長
期
間
に
わ
た
っ
て
東
京
で
滞
在
し
、
学
校
業
務
以
外
の
教
育
行
政

業
務
に
か
か
わ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。
管
見
で
は
地
方
所
在
他
学
校
の
年

報
類
が
み
あ
た
ら
な
い
た
め
、
比
較
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
の
、
と

も
に
一
八
八
八
年
五
月
一
五
日
に
上
京
し
た
医
学
部
長
菅
之
芳
が
帰
路
の

途
中
で
第
一
、
第
二
高
等
中
学
校
医
学
部
を
視
察
し
て
帰
任
し
た
の
が
六

月
一
六
日
だ
っ
た
こ
と
に
比
べ
、
折
田
は
九
月
一
七
日
に
帰
校
す
る
こ
と

か
ら
も
そ
の
一
面
が
窺
え
る
。 

そ
れ
で
は
上
京
し
た
学
校
長
は
ど
の
よ
う
な
活
動
を
行
っ
た
の
だ
ろ
う

か
。
主
な
出
張
目
的
は
、
学
校
長
会
議
へ
の
参
加
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

断
片
的
な
史
料
で
あ
る
が
、
現
在
確
認
で
き
る
校
長
会
議
内
容
に
つ
い
て

の
記
録
は
、
一
八
八
七
年
か
ら
一
八
九
〇
年
ま
で
、
一
八
九
四
年
の
も
の

で
あ
る
。
こ
こ
で
、
少
し
長
く
な
る
が
、
こ
れ
ら
の
史
料
を
紹
介
し
つ
つ
、

校
長
会
の
開
催
か
ら
上
申
ま
で
の
一
連
過
程
を
確
認
し
な
が
ら
、
校
長
会

の
内
容
を
考
察
す
る
。 

一
八
八
七
年
九
月
一
三
日
、
文
部
省
総
務
局
長
辻
新
次
か
ら
折
田
学
校

長
へ
通
達
が
あ
り
、
各
高
等
中
学
校
、
医
学
部
の
こ
と
に
つ
い
て
「
文
部

大
臣
ヨ
リ
訓
示
可
相
成
次
第
有
之
、
来
十
一
月
中
各
高
等
中
学
校
長
ヲ
東

京
ヘ
召
集
」
（
９
）

す
る
こ
と
に
な
っ
た
た
め
、
一
一
月
三
〇
日
ま
で
出
京

す
る
よ
う
に
と
い
う
内
容
だ
っ
た
。
こ
れ
に
応
じ
て
折
田
は
、
一
一
月
二

四
日
か
ら
翌
年
の
二
月
二
四
日
ま
で
上
京
し
て
い
る
。
こ
の
会
議
に
は
、

第
一
高
等
中
学
校
長
古
荘
嘉
門
、
第
二
高
等
中
学
校
長
吉
村
寅
太
郎
、
第

三
高
等
中
学
校
長
折
田
彦
市
、
第
四
高
等
中
学
校
長
柏
田
盛
文
、
第
五
高

等
中
学
校
長
野
村
彦
四
郎
が
会
合
・
協
議
し
て
お
り
、
医
学
部
に
関
し
て 
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は
、
医
学
校
取
調
委
員
と
出
京
中
の
千
葉
、
岡
山
、
石
川
の
医
学
校
長
も

列
席
し
て
協
議
に
加
わ
っ
た
。
詳
し
い
日
程
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
一
二

月
一
六
日
三
宅
秀
医
学
校
取
調
委
員
が
欧
州
の
医
学
教
育
に
関
す
る
演
説

を
行
っ
て
い
る
。
医
学
教
育
が
他
の
教
育
に
比
べ
て
民
俗
、
習
慣
に
よ
っ

て
そ
の
程
度
や
教
育
方
法
が
異
な
る
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、
「
今
日
ハ

諸
君
ニ
於
テ
医
学
部
生
徒
卒
業
試
問
ノ
コ
ト
ヲ
協
議
」
す
る
か
ら
、
そ
の

参
考
に
な
る
事
柄
、
す
な
わ
ち
「
学
科
程
度
、
試
験
課
目
、
試
験
方
法
」

に
つ
い
て
話
し
を
す
る
と
し
、
ド
イ
ツ
な
ど
欧
州
の
医
学
教
育
に
つ
い
て

紹
介
し
て
い
る
（
１
０
）

。 

な
お
、
こ
の
場
で
協
議
し
た
内
容
は
、
文
部
省
で
採
納
し
て
ほ
し
い
一

三
件
（
【
表
２
】
）
と
各
学
校
が
履
行
す
べ
き
一
三
件
（
【
表
３
】
）
に

纏
め
ら
れ
、
一
二
月
二
七
日
上
申
さ
れ
て
い
る
（
１
１
）

。 

【表２】 文部省に採納してほしい件 

項 目 内 容 

(1)本科 

第一高等中学校ニハ法医工文理学ノ志望生ニ課スル五科ヲ置カレ

第二第三第四第五高等中学校ニハ廿一年度ノ経費額ヲ標準トシテ

各校ノ耐ユル限リハ法医工文理学ノ志望生ニ課スル四科ヲ適宜設

置セシメラルヘキ事 但其科ニ対シ志望生ノ人員僅少ナルトキハ

各校便宜其科ヲ欠如スヘキ事 

(2)分科(医

科を除く) 

第三高等中学校ニ法科分科ヲ創設セラルヘキ事 

但第一第二第四第五高等中学校ノ分科ハ追テ設定ノ事 

(3)別科 

第二第三第四第五高等中学校ハ各校ノ状況ニヨリ今回予備別科生

徒ヲ募集セシメラルヘキ事 

該生徒ハ尋常中学校第二年級若クハ尋常中学校第二年級及同第一

年級ノ学科程度ニヨリ授業セシメラルヘキ事 

(4)学年学期 
学年学期ハ文部省ニ於テ各高等中学校ヨリ帝国大学分科大学ニ転

入スルノ便利ヲ主トシテ考案セラレ各高等中学校一様ニ規定セラ

ルヘキ事 

(5)卒業証書 
卒業証書ハ予科本科及分科ノ三種トシ其紙質及書式等ハ文部省ニ

於テ各高等中学校一様ニ之ヲ制定セラルヘキ事 

但右料紙ハ各高等中学校経費ノ中ヲ以テ購入スヘシ 

(6)兵式体操

科 

兵式体操科ハ各校適宜予科第三級ヨリ課セシメラルヘキ事 

但普通体操科ヲモ適宜課スヘキ事 

(7)唱歌科 
唱歌科ハ各校便宜随意科トシテ定時間ノ外之ヲ教授スルヲ得セシ

メラルヘキ事 

(8)罰則 

罰名ハ文部省ニ於テ各高等中学校一様ニ定メラルヘキ事 

但其名称ハ可成世間普通ノモノ即戒飭又ハ戒諭拘止禁出除名及放

校等ノ如キ文字ヲ採用セラレ度キ事 

(9)医学部生

徒入学 

今回募集スヘキ医学部生徒ハ先設置区域内各府県立医学校本科生

徒ヨリ入学セシメラルヘキ事 

該生徒ハ試験ヲ須ヒス入学セシメ漸次本級ヲ定ムヘキ事 

該生徒ハ多少定員ニ超過スルモ実際差支ナキ限リハ入学セシメラ

ルヘキ事 

(10)医学部

生徒授業料 
医学部生徒授業料額ハ一学年金弐拾円ト定メラルヘキ事 

(11)医学部

卒業試験 
医学部卒業試験規則ハ別紙甲案ノ如ク各校一様ニ定メラルヘキ事

(12)医学部

卒業生徒 

医学部卒業生ニシテ開業免許状授与セラルヘキ者ハ其校医学得業

士又ハ医学得業生等ノ称号ヲ附シテ他ノ開業医等ト判然区別シ易

カラシメラルヘキ事 但此件ハ可成速ニ御裁定相成度キ事 

(13)設置区

域内外の生

徒取扱方 

授業料額ハ該校設置区域内外ノ生徒共之ヲ別異セシメラレサル事

各高等中学校ニ汎ク設置セラルル学科ノ入学試験ニ際シ若シ及第

者募集定員ニ超過スルコトアルトキハ先設置区域内ノ生徒ヨリ採

リテ次ニ他区域ノ生徒ニ及ハシメラルヘキ事 
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【表３】 各高等中学校が履行する件 

項 目 内 容 

(1)予科 予科ノ入学試験ハ其第三級ニ入ラントスルモノノ為ニハ尋常中学校第二年ノ学科及程度ニ

拠リテ施行スヘキ事 

但当分唱歌科ノミヲ欠ク事 

(2)別科 予備別科ヲ置ク場合ニ於テ其入学試験ハ予備別科第二年級ハ尋常中学校第一年級ノ学科

（唱歌科ヲ欠ク）及程度ニヨリ予備別科第一年級ハ左ノ学科及程度ニ拠リテ施行スヘシ 

修身 

読書 漢字交リ文 

英語 綴字読方及訳解習字書取及会話 

地理歴史 日本及万国地理ノ概要伝記体ノ談 

算術 単比例迄 

博物 初歩 

習字 楷行草 

図画 初歩 

体操 普通体操 

(3)生徒医学部生徒を除く

募集方法 

生徒募集ノコトハ各校其設置区域内ノ府県庁ニ通知スヘク其官報又ハ各新聞紙ニ広告スル

ハ各校ノ便宜タルヘキ事 

該生徒入学試験ハ各校ニ於テ施行スルノ外便宜其校設置区域内ノ各府県庁（該校所在地ノ

府県庁ヲ除ク）ニ之ヲ委託スルヲ得ヘシ 

但此場合ニ於テハ其問題及施行日時ハ本校及府県庁共必同一ナルヘキ事 

予備別科募集ノ広告文中ニハ予科入学生徒少数ニシテ欠員多キカ為メ一時臨機ノ処分ニ出

ツルノ意ヲ明ニスヘキ事 

(4)試験 入学試験及学年試験共其施行済ノ上各校互ニ其問題ヲ交換シ参考ニ資スヘキ事 

試験規則ノ要領ハ次年ノ集会ヲ俟チテ之ヲ協議スヘキ事 

(5)医学部新募生徒 今回府県立医学校ヨリ転入セシムヘキ生徒ノ卒業期ハ凡ソ一ヶ年延長セシムヘキ事 但乙

種医学校ノ本科生亦同シ 

(6)医学部生徒入学試験料 医学部生徒入学試験料ヲ徴収スルト否トハ当分各校ノ便宜タルヘキ事 

(7)医学部授業時間 医学部授業時間ハ大要別紙乙丙号二葉ニ拠ルヘキ事 

(8)医学部生徒服制 医学部生徒服制ハ各校之ヲ設クヘキ事 

(9)医学部学年及学期試験 医学部学年試験及学期試験ハ大要高等中学校本部ノ成規ニ準シ施行スヘキ事 

(10)医学部卒業試験採点

方 

医学部卒業試験ニ於テハ組織学裁判医学衛生学婦人科学産科学等ノ採点方ハ厳酷ニ失セ

サル様特ニ注意ヲ加フヘキ事 

(11)医学部教員 医学部教員ハ総数拾五人内外ヲ準トスヘキ事 

(12)医学部助教員採用 医学部ニ於テ生理解剖等ノ如キ学科ノ請持教員ニハ必スシモ医学士ニアラサルモ可成其実

地ニ習熟シタルモノヲ撰ミテ助教員ニ採用スルヲ務ムヘキ事 

(13)生徒転校の節の取扱方 甲学校ノ生徒乙学校ニ転校ヲ望モノアルトキハ左ノ通取計ヘキ事 

甲学校長ハ転校ヲ要スル理由ヲ糾シ事情不得止ト認ムルトキハ其生徒ノ姓名族籍及学校等

ヲ詳記シテ乙学校長ニ照会スヘク乙学校長ハ同学級ニ欠員アルトキハ試験ヲ須ヰス其入学

ヲ承諾スヘキ事 但入学ノ上其学力ノ優劣ニヨリテ臨時変級セシムルコトアルヘシ 
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医
学
部
に
関
す
る
入
学
、
授
業
料
、
卒
業
試
験
規
則
、
卒
業
生
の
称
号

に
つ
い
て
議
論
さ
れ
、
甲
案
「
高
等
中
学
校
医
学
部
卒
業
試
験
規
則
」 

（
九
条
で
構
成
）
、
乙
案
「
高
等
中
学
校
医
学
部
学
科
程
度
」
、
丙
案 

「
高
等
中
学
校
医
学
部
学
科
授
業
課
目
及
時
数
」
も
添
付
さ
れ
て
い
た
。 

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
本
科
、
予
科
、
別
科
の
課
程
、
教
科
、
罰

則
、
学
期
、
卒
業
証
書
、
入
学
生
採
択
な
ど
に
お
い
て
も
、
「
一
様
ニ
定

メ
ラ
ル
ヘ
キ
事
」
と
い
う
よ
う
に
、
高
等
中
学
校
間
共
通
す
る
学
校
づ
く

り
を
図
っ
た
姿
勢
が
よ
み
と
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
各
学
校
が
履
行
す
る
件

を
定
め
た
の
も
そ
の
姿
勢
の
一
環
と
み
ら
れ
る
。 

半
年
後
の
一
八
八
八
年
五
月
二
二
日
か
ら
六
月
四
日
ま
で
開
か
れ
た
校

長
会
議
に
も
第
一
〜
第
五
高
等
中
学
校
長
、
山
口
高
等
中
学
校
長
代
理
と

し
て
教
頭
の
矢
田
部
梅
吉
、
鹿
児
島
高
等
中
学
造
士
館
長
島
津
珍
彦
は
勿

論
、

医
学
部
に
関
す
る
協
議
の
た
め
に
各
高
等
中
学
校
医
学
部
長
、
医
学
校

取
調
委
員
が
臨
席
し
て
い
た
。
文
部
省
か
ら
も
森
有
礼
文
部
大
臣
の
他
に
、

辻
新
次
文
部
次
官
、
浜
尾
新
専
門
学
務
局
長
も
臨
席
し
た
と
さ
れ
る
（
１
２
）
。

こ
の
場
で
森
文
部
大
臣
は
、
高
等
中
学
校
の
学
科
及
同
校
医
学
部
の
病
院

に
関
す
る
意
見
を
聴
取
す
る
た
め
に
召
集
し
た
と
し
て
、
そ
れ
に
関
連
す

る
意
見
・
疑
問
を
述
べ
た
。 

 

高
等
中
学
校
の
学
科
に
関
す
る
件
は
、
主
に
三
部
制
へ
改
変
す
る
こ
と

を
内
容
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
立
案
に
第
一
高
等
中
学
校
長
が
か
か
わ
り
、

さ
ら
に
帝
国
大
学
、
第
一
高
等
中
学
校
職
員
数
名
を
集
会
し
て
修
正
し
た

と
さ
れ
る
学
科
表
案
を
交
付
し
た
（
１
３
）

。
学
校
長
ら
は
六
月
五
日
に
そ
の

協
議
内
容
を
「
第
五
高
等
中
学
校
医
学
部
及
其
病
院
の
位
地
の
件
、
病
院

構
造
の
件
、
病
室
容
積
の
件
、
教
場
員
数
の
件
、
医
学
部
入
学
試
験
科
目

の
件
、
付
属
病
院
組
織
の
件
及
解
剖
実
習
に
供
す
る
屍
体
を
得
る
方
法
の

件
、
医
学
部
卒
業
生
に
得
業
士
の
称
号
を
与
ふ
る
の
件
、
医
術
開
業
試
験

の
件
、
赤
十
字
社
に
関
す
る
件
、
教
頭
会
議
の
件
、
卒
業
証
書
様
式
の
件
、

高
等
中
学
校
本
科
学
科
改
正
の
件
、
病
院
組
織
の
儀
に
付
奉
答
、
解
剖
実

習
用
屍
体
を
得
る
の
方
法
に
付
奉
答
、
高
等
中
学
校
医
学
部
卒
業
生
称
号

の
事
（
１
４
）

」
と
い
う
項
目
に
わ
け
て
上
申
す
る
。 

卒
業
証
書
様
式
に
関
し
て
は
専
門
学
務
局
が
だ
し
た
原
案
に
同
意
し
、

森
文
部
大
臣
が
し
ば
ら
く
説
明
を
し
た
高
等
中
学
校
本
科
学
科
改
正
に
関

し
て
も
大
臣
が
下
付
し
た
原
案
に
同
意
を
表
明
す
る
内
容
で
あ
っ
た
。
そ

の
後
も
、
校
長
会
が
毎
年
定
期
的
に
行
わ
れ
た
こ
と
は
新
聞
な
ど
に
よ
っ

て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
１
５
）

。 

 

以
上
、
校
長
会
で
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
議
題
に
な
っ
て
い
た
の
か
を
考

察
し
て
み
た
。
議
題
は
文
部
大
臣
や
専
門
学
務
局
長
が
諮
詢
し
た
も
の
も

あ
っ
た
が
、
そ
れ
以
外
の
も
の
（
医
学
部
卒
業
生
に
得
業
士
の
称
号
を
与

え
る
件
、
教
頭
会
議
の
件
な
ど
）
も
含
ま
れ
て
い
る
。
学
校
規
則
改
正
に

関
し
て
も
学
校
側
が
校
長
会
議
に
か
け
る
（
１
６
）

こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
い

る
な
ど
、
高
等
中
学
校
の
根
幹
を
な
す
制
度
的
な
枠
組
み
が
校
長
会
の
場

を
中
心
に
学
校
長
参
画
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か

し
、
校
長
会
の
場
で
、
学
校
の
大
枠
が
決
め
ら
れ
、
各
学
校
と
の
調
整
・

合
意
が
行
わ
れ
て
い
た
も
の
の
、
具
体
的
に
教
科
内
容
な
ど
具
体
的
な
事
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項
に
関
し
て
の
議
論
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。 

 
学
校
長
ら
は
校
長
会
の
意
味
を
ど
こ
に
お
い
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
一

八
八
八
年
五
月
三
〇
日
各
学
校
長
が
森
有
礼
文
部
大
臣
に
提
出
し
た
上
申

文
に
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。
長
文
で
あ
る
が
、
資
料
紹
介
を
か
ね

て
全
文
を
収
録
す
る
。 

 

小
官
等
、
命
を
奉
し
任
に
あ
る
所
の
各
高
等
中
学
校
は
、
位
地
各
其
所
を
異

に
し
、
経
費
の
出
途
或
は
同
し
か
ら
す
。
而
本
科
を
置
く
の
数
亦
多
少
の
あ
り

と
雖
も
、
其
教
養
の
目
的
は
均
く
中
学
校
令
第
一
条
に
拠
り
、
其
学
科
程
度
は

同
く
明
治
十
九
年
文
部
省
令
第
十
五
号
従
ひ
た
る
も
の
に
し
て
、
各
校
毫
も
異

な
る
所
な
し
と
す
。
故
に
各
校
は
常
に
気
脈
を
通
し
て
合
同
一
体
と
な
り
、
利

害
相
質
し
短
長
相
補
ひ
以
て
確
乎
た
る
高
等
普
通
教
育
の
基
礎
を
建
立
せ
ん
こ

と
を
勉
め
さ
る
可
ら
す
。
殊
に
今
や
各
校
或
は
改
制
、
或
は
新
設
爾
来
日
尚
浅

く
、
事
多
く
は
創
始
に
属
す
る
を
以
て
其
施
設
す
る
所
の
こ
と
は
、
善
悪
良
否

に
拘
ら
す
、
概
皆
他
日
の
事
例
と
な
る
へ
き
か
故
に
、

尤
慎
重
を
加
へ
互
に
諮

詢
協
議
し
て
善
良
な
る
模
範
を
構
成
せ
さ
る
可
ら
さ
る
の
秋
な
り
と
す
。
抑
各

校
の
大
体
上
に
関
し
て
は
毎
年
小
官
等
定
期
の
会
合
あ
り
、
又
医
学
部
一
切
の

事
に
関
し
て
は
既
に
客
年
医
学
部
長
の
候
補
者
を
召
集
せ
ら
れ
、
今
年
亦
医
学

部
長
の
会
同
あ
り
て
、

互
に
諮
詢
協
議
し
、
其
益
す
る
所
少
な
か
ら
す
候
得
共
、

要
す
る
に
甲
の
会
同
は
学
校
の
大
体
に
関
し
、
乙
の
会
同
は
医
学
部
の
み
に
限

ら
れ
た
る
も
の
に
し
て
、
各
本
校
教
授
上
の
事
、
即
教
科
課
程
の
適
否
、
授
業

方
法
の
利
弊
等
に
関
し
て
は
、
未
た
之
を
諮
詢
協
議
す
る
の
機
会
を
得
す
、
甚

遺
憾
の
全
に
存
候
、
就
き
て
は
本
年
夏
期
休
業
中
を
期
し
、
各
高
等
中
学
校
の

教
頭
を
召
集
し
て
、
本
省
中
に
会
同
せ
し
め
ら
れ
以
て
、
教
授
上
の
事
に
関
し

諮
詢
協
議
せ
し
め
ら
れ
候
様
致
度
、
此
段
上
申
候
也
（
１
７
） 

 

学
校
長
ら
は
高
等
中
学
校
が
土
地
、
経
費
、
本
科
数
の
違
い
は
あ
っ
て

も
、
常
に
「
気
脈
を
通
し
て
合
同
一
体
」
し
て
、
「
利
害
相
質
し
短
長
相

補
ひ
以
て
確
乎
た
る
高
等
普
通
教
育
の
基
礎
を
建
立
」
す
る
と
い
う
同
じ

目
的
を
も
つ
も
の
で
あ
る
と
し
な
が
ら
、
創
設
の
こ
の
時
点
で
慎
重
に
諮

詢
協
議
を
行
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
強
調
す
る
。
こ
の
点
を
確
認
し
た

後
、
校
長
の
定
期
会
同
が
「
学
校
の
大
体
」
、
医
学
部
長
会
議
が
医
学
部

の
み
に
限
ら
れ
て
い
る
と
し
な
が
ら
、
教
授
上
の
教
科
課
程
、
授
業
方
法

の
具
体
的
な
諮
詢
、
協
議
の
た
め
に
教
頭
を
召
集
す
る
こ
と
を
建
言
し
て

い
る
。 

 

（
二
）
教
頭
の
定
期
上
京 

前
項
で
み
た
よ
う
に
、
一
八
八
八
年
五
月
下
旬
か
ら
六
月
初
め
ま
で
の

校
長
会
で
議
論
さ
れ
た
教
頭
会
議
は
、
六
月
五
日
校
長
会
が
提
出
し
た
上

申
書
に
も
「
教
頭
会
議
の
件
」
と
い
う
項
目
、
「
各
高
等
中
学
校
教
頭
ヲ

本
年
夏
期
休
業
中
文
部
省
ニ
召
集
セ
ラ
レ
、
教
授
上
ノ
コ
ト
ニ
付
諮
詢
協

議
セ
シ
メ
ラ
レ
度
キ
事
」
と
い
う
内
容
で
収
録
さ
れ
て
い
る
（
１
８
）

。 

な
ぜ
、
学
校
長
ら
は
教
授
上
の
諮
詢
の
た
め
に
教
頭
を
推
薦
し
た
の
だ

ろ
う
か
。
ま
ず
、
教
頭
の
役
割
に
つ
い
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
第
三
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高
等
中
学
校
事
務
規
則
に
よ
れ
ば
教
頭
の
役
割
は
次
の
通
り
で
あ
る
。 

 
第
一
条 

教
頭
ハ
学
校
長
ノ
旨
ヲ
承
ケ
左
ノ
事
務
ヲ
管
理
ス 

一
、
教
員
授
業
法
ノ
良
否
得
失
ヲ
監
察
ス
ル
事 

一
、
教
科
書
及
参
考
書
ノ
選
択
ニ
関
ス
ル
事 

一
、
各
教
室
秩
序
ノ
整
否
ヲ
監
視
ス
ル
事 

一
、
教
員
ノ
学
科
受
持
ニ
関
ス
ル
事 

一
、
教
室
ノ
位
置
広
狭
便
否
等
ヲ
考
査
ス
ル
事 

一
、
入
学
試
験
ノ
科
目
ニ
関
ス
ル
事 

一
、
生
徒
ノ
試
験
及
昇
級
降
級
ニ
関
ス
ル
事
（
１
９
） 

 学
校
長
の
指
示
を
受
け
て
事
務
を
管
理
す
る
と
い
う
前
提
で
あ
る
も
の

の
、
そ
の
事
務
の
内
容
は
、
学
生
を
入
学
さ
せ
る
時
の
試
験
科
目
、
入
学

後
の
試
験
や
進
級
、
教
科
書
な
ど
の
選
択
と
い
う
教
員
と
し
て
の
権
限
だ

け
で
な
く
、
「
教
員
の
授
業
法
の
監
察
」
と
い
う
校
内
管
理
職
と
し
て
の

内
容
も
含
ま
れ
て
い
る
。 

第
三
高
等
中
学
校
に
教
頭
が
任
命
さ
れ
る
の
は
、
創
設
か
ら
一
年
が
過

ぎ
た
一
八
八
七
年
四
月
の
こ
と
で
あ
り
、
教
頭
職
が
一
八
九
〇
年
一
〇
月

一
五
日
に
は
廃
止
さ
れ
る
（
勅
令
二
三
三
号
、
文
部
省
直
轄
諸
学
校
官
制

改
正
）
た
め
松
井
直
吉
（
２
０
）

は
、
唯
一
の
第
三
高
等
中
学
校
教
頭
と
し
て

記
録
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。 

松
井
は
、
帝
国
大
学
工
科
大
学
教
授
か
ら
第
三
高
等
中
学
校
に
転
任
し

て
き
て
教
頭
と
い
う
役
職
の
傍
ら
、
一
八
八
七
年
に
は
英
語
を
、
八
八
〜

八
九
年
に
は
英
語
、
地
質
、
鉱
物
、
化
学
を
受
け
持
っ
て
い
る
。
授
業
を

も
っ
て
い
る
そ
の
分
野
の
専
門
家
が
教
頭
の
役
職
に
つ
い
た
こ
と
が
学
校

長
と
最
も
違
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

 

文
部
省
は
学
校
長
等
の
要
請
を
受
け
入
れ
、
上
記
の
上
申
書
が
出
さ
れ

た
数
日
後
の
六
月
九
日
教
頭
会
議
の
た
め
の
教
頭
召
集
を
通
達
し
て
い
る
。

文
部
省
総
務
局
長
辻
新
次
か
ら
第
三
高
等
中
学
校
長
折
田
彦
市
宛
の
通
達

内
容
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。 

 

今
般
各
高
等
中
学
校
長
ヨ
リ
申
出
之
趣
モ
有
之
、
校
務
上
ノ
事
ニ
関
シ
諮
詢
協

議
ノ
為
メ
、
各
高
等
中
学
校
教
頭
若
ク
ハ
首
任
教
諭
ヲ
招
集
候
ニ
付
、
来
七
月

十
日
着
京
ノ
見
込
ヲ
以
テ
、

貴
校
教
頭
（
首
任
教
諭
）
ヲ
出
京
セ
シ
メ
ラ
レ
度
、

此
段
及
御
通
達
候
也
（
２
１
） 

 文
部
省
側
は
七
月
一
〇
日
東
京
到
着
を
通
達
し
て
い
た
が
、
松
井
教
頭

が
出
張
し
た
の
は
七
月
一
一
日
か
ら
八
月
六
日
ま
で
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

夏
期
休
業
（
七
月
一
一
日
か
ら
九
月
一
〇
日
ま
で
）
時
期
と
の
関
連
で
伸

び
た
と
思
わ
れ
る
。
授
業
を
担
当
し
て
い
な
い
管
理
職
の
学
校
長
や
書
記

な
ど
と
は
違
っ
て
、
教
頭
は
教
諭
が
兼
任
す
る
た
め
に
夏
期
休
業
に
あ
わ

せ
て
上
京
し
た
の
で
あ
る
。
日
程
の
詳
細
は
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
も

の
の
、
七
月
二
五
日
に
「
六
高
等
中
学
校
教
頭
協
議
上
申
書
」
が
提
出
さ

れ
て
い
る
。 
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【表４】 六高等中学校教頭協議上申書の内容 

項 目 内 容 

改正学科 今般学科改正ノ御趣旨ニ基キ協議ヲ遂候処其大体ニ於テハ各学科教授ノ程度等ニ関シ概ネ其要ヲ得候得

共第一部ノ生徒ニ数学及ヒ理学ヲ課スルノ件ニ至リテハ未タ実際ノ経験モ之レ無キニ付其程度細目等ヲ

定メンコト固ヨリ容易ナラス之レカ実施ハ随テ困難ナルコトト予想致候一体普通ノ数学理学は既ニ予科

ニ於テ学修シタルコトナレハ寧ロ後來ノ目的ニ必要ナル他ノ学科ノ時間ヲ増加スル方可然トノ説モ有之

候若シ改正ノ目的ニシテ更ニ高尚ナル数学理学ノ思想ヲ得セシメントスルニアルカ其学科ノ数夥多ニシ

テ各学科ノ時間僅少ナルヲ以テ授業スヘキ事項ノ選択極メテ困難ナリトス故ニ該学科ノ目的ハ唯高尚ナ

ル数学理学ノ一斑ヲ知ラシムルニ在リトシ数学ニ於テハ解析幾何蓋然算等ヲ講述シ物理、化学、地質及

鉱物等ニ於テモ亦略之レニ準スル議ニ之レ有リ候然レトモ是唯試ミノ為メ施行スルコトユエ次学年ニ於

テ多少ノ経験ヲ積ミ次回ノ教頭会議ヲ待テ更ニ協議ヲ遂クルコト有ルヘキニ一決致候 

文部大臣演述

学科教授法 

嘗テ文部大臣カ大日本教育会ノ総集会ニ於テ演述セラレタル学科教授法ノ件ニ関シテハ小官等モ諸学科

相互ノ扶助併進ヲ得ンコト最モ必要ト存セラレ候得共其実施ノ方法ニ至リテハ未タ十分ノ考案ヲ得ス因

テ向後一層教授上相互ノ関係ヲ密ニシ成ルヘク心脳ヲ集メテ互ニ扶ケ合ヒナカラ進ルヤウ致度考ニ之レ

アリ尤モ教員会議ニ於テ尚十分ノ考案ヲ尽シ実施ノ方法ヲ考究スル外指し向キ良案之レ無ト存候 

学科細目 改正ノ学科及ヒ時間ニ該当スル課程及ヒ來学年実地施行スヘキ折中ノ課程ハ共ニ第一高等中学校ノ立案

ニ基キ之ヲ議了セリ右ハ別ニ各学校ヨリ伺出決裁ヲ仰ク筈ニ有之候 

浜尾専門学務局長ノ提出セラレタル精密ナル教科細目ヲ作ノ件ハ普通教育ニハ極メテ要用ノ事項ナレト

モ専門教育ニハ必スシモ適当ト云フヘカラス今高等中学校本科ハ普通専門ノ中間ニ位シ其教員ハ各自一

家ノ見識ヲ有スル者ナルハ学校ニ於テハ唯教授大体ノ方針ヲ示シ余ハ之ヲ教員各自ノ意ニ任シテ可ナラ

ン若シ然ラスシテ細詳ノ目ヲ設ケ必ス之ニ依ラシメントスルトキハ反テ各教員固有ノ妙処ヲ障碍シ教授

ノ精神ヲ失フノ憂アリト存シ候 予科及補充科ノ細目ハ各教頭帰任ノ上教員ト協議シ来年ノ教頭会議ヲ

期シテ提出スヘシ尤モ本科ト雖モ学科ニ依リテハ細目ヲ作ルコトアルヘシ 

競争試業 兼テ難波氏提出ノ競争試業ノ義ハ各教頭ノ同意ヲ得タリ其細則ハ難波氏更ニ之ヲ起草シ来年ノ教頭会議

ニ於テ協議スル事 

巡視 各高等中学校経費ノ許ス限ハ教頭或ハ教員ヲシテ一年凡ソ一回宛互ニ巡視セシメ度事 

体格検査 入学試業ノ節体格検査ヲ厳密ニシ到底修学ニ堪ヘサル如キ者ヲ入学セシメサル様注意スヘキ事 

入学試業学科々目及採点法ハ第一高等中学校ノ細目ニ準シテ施行スル事 

高等中学校所在外ノ府県ニ依頼シテ施行スル入学試業ノ口頭問題ニ係ル分ハ之ニ易フヘキ筆頭問題ヲ以

テスルコト尤モ体操ハ採点共ニ府県庁ニ依頼スル事 

入学試業学科

科目 

学年評点表 経費ノ許ス限リハ之ヲ出版シ父兄若クハ証人ヘ送付スル事 
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こ
の
上
申
書
に
よ
る
と
、
第
一
高
等
中
学
校
教
頭 

村
岡
範
為
馳
、
第

二
高
等
中
学
校
教
頭 

難
波
正
、
第
三
高
等
中
学
校
教
頭 

松
井
直
吉
、

第
四
高
等
中
学
校
教
頭 

飯
森
挺
造
、
第
五
高
等
中
学
校
教
頭 

西
村
貞
、

山
口
高
等
中
学
校
教
頭
代
理
校
長 

河
内
信
明
が
参
加
し
た
。 

「
六
高
等
中
学
校
教
頭
協
議
上
申
書
」
は
【
表
４
】
の
よ
う
な
項
目
で

纏
め
ら
れ
て
い
る
（
２
２
）

。 

 

学
科
改
正
に
つ
い
て
校
長
会
で
は
文
部
省
原
案
に
同
意
（
２
３
）

し
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
教
頭
会
議
で
は
さ
ら
に
詳
し
く
第
一
部
生
徒
（
法
科
・
分

科
専
修
者
）
に
数
学
・
理
学
を
課
す
る
こ
と
に
つ
い
て
矛
盾
が
述
べ
ら
れ
、

次
回
の
教
頭
会
議
で
再
び
協
議
す
る
必
要
が
あ
る
と
す
る
な
ど
、
学
科
、

教
授
法
、
試
験
方
法
な
ど
が
具
体
的
に
議
論
さ
れ
て
い
る
。
松
井
は
翌
年

の
七
月
一
五
日
か
ら
八
月
五
日
ま
で
上
京
し
て
い
る
こ
と
か
ら
教
頭
会
議

が
一
回
で
終
わ
る
も
の
で
な
く
、
定
期
的
な
議
論
の
場
と
し
て
考
え
ら
れ

て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。 

 

以
上
、
第
三
高
等
中
学
校
長
、
教
頭
が
上
京
（
特
に
文
部
省
）
し
て
、

校
長
会
、
教
頭
会
議
に
参
加
し
な
が
ら
高
等
中
学
校
同
士
の
議
論
、
協
議

を
行
っ
て
い
た
こ
と
を
考
察
し
た
。
校
長
会
と
教
頭
会
議
の
役
割
は
違
っ

て
い
た
も
の
の
、
高
等
中
学
校
制
度
の
基
礎
作
り
が
そ
の
場
を
通
し
て
行

わ
れ
て
い
た
こ
と
を
再
度
確
認
し
て
お
く
。
次
に
、
学
校
視
察
は
ど
の
よ

う
な
意
図
で
、
ど
の
よ
う
な
頻
度
で
行
わ
れ
て
い
た
の
か
を
み
よ
う
。 

  

二
．
学
校
視
察 

 

こ
の
時
期
、
文
部
省
か
ら
は
学
事
巡
視
を
専
担
す
る
視
学
官
、
文
部
大

臣
、
文
部
官
僚
な
ど
に
よ
っ
て
頻
繁
に
学
校
視
察
が
行
わ
れ
て
い
る
。
視

察
の
内
容
は
、
『
文
部
省
年
報
』
の
地
方
視
学
欄
に
も
上
申
書
の
一
部
が

収
録
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
直
轄
学
校
の
学
校
長
、
教
授
に
よ
る
視

察
の
内
容
と
目
的
は
ま
だ
不
明
な
ま
ま
で
あ
る
。 

 

（
一
）
学
校
長
の
学
校
視
察 

第
三
高
等
中
学
校
か
ら
他
の
学
校
へ
の
視
察
を
行
っ
た
の
は
、
中
島
永

元
校
長
が
初
め
て
で
あ
る
。
前
身
校
の
大
坂
中
学
校
時
代
に
折
田
彦
市
校

長
に
よ
っ
て
定
期
上
京
時
に
沿
道
県
下
諸
学
校
へ
の
視
察
が
行
わ
れ
た
こ

と
も
あ
る
が
（
２
４
）

、
高
等
中
学
校
が
創
設
さ
れ
、
設
置
区
域
が
定
め
ら
れ

て
か
ら
の
視
察
は
一
八
八
七
年
二
月
か
ら
三
月
に
行
わ
れ
た
の
が
初
め
て

で
あ
る
。
中
島
校
長
は
一
八
八
七
年
に
は
天
皇
臨
幸
の
た
め
の
準
備
を
す

る
な
か
、
二
月
か
ら
三
月
に
区
域
内
（
一
八
八
六
年
一
一
月
設
置
区
域
が

決
定
）
の
尋
常
中
学
校
の
実
況
視
察
を
行
っ
た
。
こ
れ
に
先
立
っ
て
一
月

二
六
日
学
校
長
か
ら
文
部
次
官
辻
新
次
宛
に
「
第
三
高
等
中
学
校
区
内
ノ

各
府
県
尋
常
中
学
校
巡
視
之
儀
ニ
付
御
上
申
案
」
が
出
さ
れ
た
。
「
右
は

過
般
文
部
大
臣
よ
り
の
御
訓
示
に
依
り
御
巡
視
可
相
成
」
と
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
、
区
域
内
の
尋
常
中
学
校
へ
の
巡
視
は
文
部
大
臣
の
訓
示
に
よ
る
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も
の
で
あ
っ
た
（
２
５
）

。 

 
そ
の
視
察
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
【
表
５
】
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
な
過
密
な

も
の
で
あ
っ
た
。 

 

区
域
内
全
て
の
尋
常
中
学
校
を

視
察
し
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
区

域
内
で
大
規
模
の
尋
常
中
学
校
は

ほ
ぼ
網
羅
し
て
い
る
（
２
６
）

。
中
島

校
長
の
尋
常
中
学
校
視
察
目
的

は
、
本
校
と
の
連
絡
を
緊
密
に
す

る
た
め
で
あ
っ
た
。
こ
の
視
察
に

つ
い
て
、
後
任
の
折
田
彦
市
校
長

は
「
前
校
長
親
し
く
区
内
の
各
尋

常
中
学
校
を
巡
視
し
、
当
校
と
聯

絡
を
通
す
る
為
、
種
々
計
画
致
置

候
事
も
有
之
」
と
し
た
上
で
、「
既

に
区
内
の
府
県
も
試
験
問
題
相
廻

し
」
生
徒
募
集
を
し
た
と
述
べ
て

い
る
（
２
７
）

。
こ
の
史
料
は
、
折
田
が
第
一
高
等
中
学
校
宛
に
生
徒
募
集
の

方
法
に
対
す
る
異
議
を
唱
え
つ
つ
、
区
域
内
を
意
識
し
た
活
動
を
強
調
し

て
い
る
記
述
で
あ
る
が
、
実
際
三
月
に
臨
時
試
業
問
題
を
尋
常
中
学
校
に

頒
布
し
て
、
こ
れ
を
定
期
的
に
行
う
と
し
た
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
こ

れ
は
尋
常
中
学
校
側
が
高
等
中
学
校
の
レ
ベ
ル
を
知
る
た
め
の
よ
い
材
料

に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
さ
て
、
当
時
地
方
尋
常
中
学
校
は
ど
の
よ
う
な

状
況
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
久
保
春
景
文
部
視
学
官
は
、
ほ
ぼ
同
時
期

の
一
八
八
七
年
四
月
二
〇
日
か
ら
七
月
三
日
ま
で
巡
視
し
た
学
事
視
察
に

対
す
る
復
命
書
を
文
部
大
臣
に
提
出
（
一
〇
月
二
九
日
）
し
て
い
る
。
こ

れ
に
よ
る
と
、
大
阪
府
中
学
校
は
「
郡
山
中
学
校
と
云
ひ
、
吉
野
中
学
校

と
云
ひ
、
両
つ
な
が
ら
府
立
な
れ
ど
も
、
其
実
価
を
評
す
る
と
き
は
、
高

等
小
学
校
に
弟
た
る
も
決
し

て
兄
た
る
こ
と
能
は
さ
る
」

と
い
う
低
い
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
滋
賀
県
中
学
校
は

「
町
村
立
彦
根
中
学
校
を

県
立
と
な
せ
り
、
其
実
況
は

町
村
立
の
と
き
と
異
な
る
こ

と
な
き
も
、
英
国
人
某
を
聘

し
て
教
師
と
し
且
つ
費
用
を

増
加
し
た
れ
は
漸
次
改
良
」

す
る
と
予
想
し
て
い
る
な 

ど
、
改
善
最
中
で
あ
る
こ
と

を
伝
え
て
い
る
（
２
８
）

。
尋
常

中
学
校
の
方
も
草
創
期
で
変

動
が
大
き
い
時
期
で
あ
っ
た

の
で
あ
る
。 

【表５】 中島永元校長の尋常中学校視察 

（助教諭山崎旨重随行 『明治二十年文部省伺並届類原稿』より作成） 

2月18日 京都府尋常中学校視察 

2月23日～2月25日 和歌山尋常中学校実況視察 

3月6日～8日 徳島県出張 

3月10日～16日 大阪府下郡山、滋賀、岐阜、三重へ出張 

3月21日～27日 岡山、広島へ出張 

  

【表６】 折田彦市校長の尋常中学校視察 

（各年度『第三高等中学校年報』より作成）

日 程 場 所 目的など 

1888年4月23日～4月28日 三重県尋常中学校 開校式臨席 

1889年3月16日～3月25日 

   10月7日～10月13日 

広島県尋常中学校 

徳島県尋常中学校 

視察 

1890年10月24日～11月10日 鳥取、島根県尋常中学校 医学部視察の際 

 1891年10月16日～11月5日 兵庫、和歌山尋常中学校

1892年3月20日～3月30日 愛媛県尋常中学校 



一八八〇年代教育史研究年報 第一号 (2009.10.1） 

74 

折
田
彦
市
が
校
長
に
な
っ
て
か
ら
の
尋
常
中
学
校
へ
の
視
察
記
録
を
見

る
と
【
表
６
】
の
通
り
で
あ
る
。
学
校
長
の
実
地
状
況
を
把
握
す
る
た
め

の
尋
常
中
学
校
へ
の
視
察
が
続
い
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
尋

常
中
学
校
視
察
と
い
う
観
点
か
ら
学
校
長
が
主
役
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

結
論
を
先
に
い
う
と
、
次
項
で
明
ら
か
な
よ
う
に
区
域
内
尋
常
中
学
校
視

察
は
松
井
教
頭
を
中
心
に
行
わ
れ
て
い
た
。 

 

（
二
）
教
頭
に
よ
る
尋
常
中
学
校
視
察 

松
井
直
吉
は
一
八
八
七
年
四
月
二
二
日
に
第
三
高
等
中
学
校
教
諭
、
教

頭
を
兼
任
す
る
こ
と
を
命
じ
ら
れ
た
後
、
赴
任
し
て
間
も
な
い
五
月
一
四

日
、
学
校
長
折
田
彦
市
・
幹
事
平
山
太
郎
と
と
も
に
学
校
移
転
問
題
で
京

都
府
に
出
張
し
た
。
こ
の
一
件
以
外
に
、
松
井
直
吉
教
頭
の
出
張
は
、【
表

７
】
で
明
ら
か
な
よ
う
に
教
頭
会
議
参
加
の
た
め
の
上
京
を
除
く
と
、
専

ら
区
域
内
尋
常
中
学
校
視
察
に
限
ら
れ
て
い
た
。 

松
井
が
帝
国
大
学
教
授
に
な
っ
て
第
三
高
等
中
学
校
を
離
れ
る
一
八
九

〇
年
六
月
ま
で
、
第
三
高
等
中
学
校
設
置
区
域
内
の
尋
常
中
学
校
を
重
複

す
る
こ
と
も
な
く
視
察
し
て
い
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
教
頭
会
議
が
夏

期
休
業
中
の
七
月
に
行
わ
れ
て
い
た
一
方
で
、
尋
常
中
学
校
へ
の
視
察
は

高
等
中
学
校
の
休
業
中
（
２
９
）

に
は
行
わ
れ
ず
、
時
期
は
一
定
で
は
な
い
。 

興
味
深
い
の
は
、
こ
の
視
察
が
尋
常
中
学
校
側
か
ら
の
要
請
で
も
あ
っ

た
こ
と
で
あ
る
。 

一
八
八
九
年
四
月
一
六
日
か
ら
二
〇
日
ま
で
第
三
区
域
内
各
尋
常
中
学

校
長
会
議
が
初
め
て
開
か
れ
、
議
決
事
項
が
学
校
長
代
理
第
三
高
等
中
学

校
教
諭
松
井
に
よ
っ
て
文
部
大
臣
榎
本
武
揚
に
報
告
さ
れ
る
。
そ
の
報
告

内
容
は
次
の
通
り
で
あ
る
。 

 

第
一
項 

当
校
ヨ
リ
区
域
内
各
尋
常
中
学
校
ニ
対
シ
一
定
ノ
標
準
ヲ
示
シ
而

シ
テ
其
標
準
ニ
称
ヒ
タ
ル
学
校
ノ
卒
業
生
徒
ハ
試
験
ヲ
須
ヰ
ス
当
校
本
科
ニ

入
学
セ
シ
ム
ル
コ
ト
但
第
二
外
国
語
ヲ
欠
ケ
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
予
科
第
二
級

ニ
編
入
ス
ル
コ
ト 

第
二
項 

区
域
内
尋
常
中
学
校
現
時
ノ
卒
業
生
徒
ハ
本
年
ニ
限
リ
該
尋
常
中

学
校
長
ノ
保
証
ア
ル
者
ハ
試
験
ヲ
須
ヰ
ス
当
校
予
科
第
二
級
ニ
編
入
シ
其

保
証
ナ
キ
者
ハ
同
第
三
級
ニ
編
入
ス
ル
コ
ト
尤
モ
尚
高
級
ニ
志
願
ス
ル
者

ハ
試
験
ノ
上
之
ヲ
許
ス
コ
ト 

第
三
項 

区
域
内
各
地
ニ
在
リ
テ
当
校
ニ
入
学
志
願
ス
ル
者
ノ
為
メ
ニ
当
校

ヨ
リ
問
題
ヲ
送
付
シ
該
地
方
庁
ニ
試
験
ヲ
委
託
ス
ル
コ
ト 

第
四
項 

明
年
ニ
於
テ
モ
区
域
内
各
尋
常
中
学
校
長
ヲ
当
校
ニ
会
同
ス
ル
コ

ト
及
其
帰
路
成
ル
ヘ
ク
同
校
医
学
部
ヘ
立
寄
リ
参
観
ス
ル
コ
ト 

第
五
項 

毎
年
一
回
当
校
ヨ
リ
区
域
内
各
尋
常
中
学
校
ヲ
巡
視
ス
ル
コ
ト 

第
六
項 

当
校
ノ
教
科
用
書
ニ
変
動
ア
ル
毎
ニ
必
区
域
内
各
尋
常
中
学
校
ヘ

通
知
ス
ル
コ
ト
及
各
尋
常
中
学
校
ノ
試
験
問
題
ヲ
当
校
ヘ
送
付
ス
ル
コ
ト 

此
他
会
同
諸
員
ヨ
リ
二
三
件
ノ
請
求
ア
リ
タ
レ
ド
モ
決
定
ニ
至
ラ
サ
リ
シ

ヲ
以
テ
之
ヲ
略
ス
（
３
０
） 
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第
一
〜
三
、
六
項
の
よ
う
に
試
験
に
関
す
る
部
分
の
他
に
、
尋
常
中
学

校
長
の
会
同
と
高
等
中
学
校
に
よ
る
尋
常
中
学
校
へ
の
視
察
に
よ
っ
て
連

携
を
図
ろ
う
と
し
た
姿
勢
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
具
体
的
に
聯
絡

を
計
る
方
法
と
し
て
毎
年
一
回
第
三
高
等
中
学
校
か
ら
区
域
内
各
尋
常
中

学
校
へ
巡
視
（
第
五
項
）
す
る
こ
と
も
議
決
さ
れ
て
い
る
。
尋
常
中
学
校

長
ら
の
こ
の
よ
う
な
要
請
が
あ
る
以
前
か
ら
巡
視
は
あ
っ
た
も
の
の
、
毎

年
一
回
と
確
認
し
て
い
る
こ
と
の
意
味
は
大
き
い
。
第
三
高
等
中
学
校
関

係
者
、
特
に
先
述
し
た
よ
う
に
教
頭
の
設
置
区
域
内
尋
常
中
学
校
へ
の
出

張
は
頻
繁
に
見
ら
れ
る
。 

 

京
都
府
尋
常
中
学
校
長
徳
永
備
之
か
ら
京
都
府
知
事
北
垣
國
道
宛
に
出

さ
れ
た
復
命
書
に
は
同
じ
内
容
の
説
明
も
添
付
さ
れ
、
さ
ら
に
詳
し
く
述

べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
尋
常
中
学
校
長
会
議
は
、
課
業
参
観
、

聯
絡
協
議
、
諸
尋
常
中
学
校
実
況
互
談
と
い
う
三
つ
の
目
的
を
も
っ
て
開

か
れ
る
（
３
２
）

。
ま
た
、
区
域
内
尋
常
中
学
校
長
会
の
開
催
は
、
文
部
省
が

高
等
中
学
校
校
長
を
召
集
す
る
手
続
き
と
似
て
、
第
三
高
等
中
学
校
側
が

各
府
県
知
事
に
ま
ず
次
の
よ
う
な
照
会
を
行
っ
て
い
る
。
「
当
第
三
高
等

中
学
校
ト
当
区
域
内
尋
常
中
学
校
ト
学
事
上
聯
絡
ヲ
通
セ
ン
為
」
と
い
う

目
的
を
出
し
た
の
ち
、
具
体
的
な
開
始
月
日
を
提
示
し
た
上
で
「
各
中
学

校
長
当
校
ニ
会
同
、
学
事
ニ
関
ス
ル
事
項
等
協
議
致
度
候
ニ
付
、
凡
三
四

日
間
滞
在
之
見
込
ヲ
以
（
３
３
）

」
っ
て
、
そ
の
県
尋
常
中
学
校
長
を
何
日
ま

で
当
校
に
来
着
す
る
よ
う
に
要
請
し
て
い
る
よ
う
な
形
式
を
と
っ
て
い
る
。

四
月
に
定
期
的
に
開
か
れ
た
区
域
内
尋
常
中
学
校
校
長
会
は
、
第
三
高
等

中
学
校
校
内
で
開
か
れ
、
「
学
事
ニ
関
ス
ル
事
項
等
協
議
候
ニ
付
、
各
員

受
持
時
間
外
ハ
可
成
繰
合
セ
同
会
ヘ
出
席
有
之
度
」
と
高
等
中
学
校
教
官

に
も
参
加
す
る
こ
と
が
命
じ
ら
れ
て
い
た
（
３
４
）

。
す
な
わ
ち
、
高
等
中
学

校
と
尋
常
中
学
校
と
の
聯
絡
を
維
持
す
る
た
め
の
仕
組
み
が
設
置
さ
れ
て

い
た
と
い
え
る
。 

 

こ
の
仕
組
み
の
中
で
、
尋
常
中
学
校
へ
の
学
校
視
察
は
、
教
頭
が
学
校

長
よ
り
も
頻
繁
に
行
っ
て
い
た
。
一
八
八
八
年
の
間
、
学
校
長
は
三
重
県

 

 

【表７】松井直吉教頭の出張記録 

（各年度『第三高等中学校年報』ほか（３１）） 

1887年6月19日～28日 京都府尋常中学校視察 

1888年2月7日～22日 三重、滋賀、岐阜県尋常中学校視察 

5月21日～25日 和歌山県尋常中学校視察（授業視察） 

6月2日～9日 高知県尋常中学校視察 

7月11日～8月6日 教務上諮詢のために上京 

1889年3月6日～20日 兵庫、岡山、鳥取、島根県尋常中学校視察 

7月15日～8月5日 教頭会議のために上京 

12月2日～14日 広島、愛媛県尋常中学校出張 

1890年3月17日～21日 徳島県尋常中学校出張 
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尋
常
中
学
校
の
開
校
式
に
臨
席
し
た
だ
け
で
あ
る
が
、
教
頭
松
井
は
二
月

に
は
三
重
、
滋
賀
、
岐
阜
三
県
の
尋
常
中
学
校
、
五
月
に
は
和
歌
山
県
尋

常
中
学
校
、
六
月
に
は
高
知
県
尋
常
中
学
校
を
視
察
し
て
い
る
こ
と
か
ら

も
わ
か
る
。 

高
等
中
学
校
教
員
が
尋
常
中
学
校
へ
の
視
察
し
た
資
料
は
、
尋
常
中
学

校
側
の
学
校
資
料
、
新
聞
類
な
ど
で
は
、
今
の
と
こ
ろ
み
つ
か
っ
て
い
な

い
。
し
か
し
、
尋
常
中
学
校
と
高
等
中
学
校
と
の
間
の
接
続
関
係
は
、
尋

常
中
学
校
へ
過
去
の
試
験
問
題
送
付
（
一
八
八
七
年
か
ら
）
、
区
域
内
尋

常
中
学
校
長
会
議
の
定
期
開
催
（
一
八
八
九
年
か
ら
）
以
外
に
も
教
頭
や

教
授
に
よ
る
尋
常
中
学
校
へ
の
巡
視
、
尋
常
中
学
校
教
員
の
視
察
な
ど
が

行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
ま
た
、
学
校
長
折
田
彦
市

が
、
文
部
省
参
事
官
を
兼
任
し
て
多
忙
で
京
都
か
ら
離
れ
が
ち
だ
っ
た
た

め
、
実
質
的
な
校
務
は
教
頭
で
あ
る
松
井
に
任
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
看
過

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。 

そ
れ
で
は
、
学
校
長
・
教
頭
以
外
の
出
張
は
ど
の
よ
う
な
状
況
で
あ
っ

た
の
だ
ろ
う
か
。 

 （
三
）
教
授
の
学
校
視
察 

教
授
の
出
張
が
頻
繁
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
教
頭
の
不
在
、

教
頭
職
の
廃
止
後
で
あ
る
。
尋
常
中
学
校
視
察
へ
の
出
張
者
を
期
間
、
出

張
先
、
出
張
者
（
そ
の
担
当
科
目
）
に
分
け
て
記
録
を
整
理
す
る
と
【
表

８
】
の
と
お
り
で
あ
る
。 

 

松
井
直
吉
が
新
設
さ
れ
た
帝
国
大
学
農
科
大
学
長
へ
転
任
（
一
八
九
〇

年
六
月
）
す
る
こ
と
で
、
空
席
だ
っ
た
教
頭
職
は
一
八
九
〇
年
一
〇
月
に

【表８】 教授（教諭）の尋常中学校視察 

（各年度『第三高等中学校年報』より）

出張期間 出張先 出張者（担当科目） 

1890年3月16日～3月21日 滋賀、岐阜両県尋常中学校 中久木信順(数学、測量、図画)

1891年3月10日～3月17日 奈良、三重県下尋常中学校 高須碌郎（理学士、英語） 

   10月16日～10月30日 徳島、高知県下尋常中学校 高橋鉉太郎（理学士、化学、物

理、英語） 

1892年2月3日～2月15日 岡山、広島県尋常中学校 前川亀次郎（文学士、理財、歴

史、地理、国際法） 

      2月29日～3月11日 大阪府、奈良、滋賀県尋常

中学校 

松井元次郎（理学士、化学、地

理、英語、地質、鉱物） 

      3月6日～3月19日 鳥取、島根県尋常中学校 深井弘（歴史、倫理） 

   11月13日～11月19日 大阪府、和歌山県尋常中学

校 

田村初太郎(マストルオフアル

ツ、ラテン語、英語) 

1893年2月1日～2月11日 徳島、高知県下尋常中学校 服部宇之吉（文学士、英語、歴

史、哲学） 

       2月19日～3月1日 岡山、広島県下尋常中学校 水野敏之丞（理学士、物理、天

文） 

       3月7日～3月11日 滋賀、岐阜県尋常中学校 河合十太郎（理学士、力学、数

学） 
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は
つ
い
に
廃
止
に
な
っ
た
（
３
５
）

。
し
か
し
、
尋
常
中
学
校
へ
の
視
察
は
教

授
に
担
わ
れ
、
そ
の
後
も
続
い
た
の
で
あ
る
。
教
授
が
回
り
な
が
ら
出
張

し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
教
頭
一
人
が
専
担
し
た
時
と
そ
の
内
容
は
違
う
可

能
性
も
あ
り
、
視
察
の
性
格
に
つ
い
て
は
更
な
る
資
料
発
掘
が
必
要
で
あ

る
が
、
こ
こ
で
指
摘
で
き
る
の
は
区
域
内
尋
常
中
学
校
へ
の
視
察
を
続
け
、

区
域
管
理
・
維
持
と
い
う
観
点
か
ら
す
る
と
教
授
の
出
張
で
維
持
し
て
い

た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

教
授
の
出
張
先
を
調
べ
て
み
る
と
、
区
域
内
尋
常
中
学
校
の
ほ
か
に
、

他
の
高
等
中
学
校
へ
の
視
察
も
含
ま
れ
て
い
る
。
一
八
八
九
年
二
月
一
三

日
か
ら
二
八
日
ま
で
教
諭
田
村
初
太
郎
が
、
第
一
高
等
中
学
校
に
出
張
し

た
の
が
そ
の
一
例
で
あ
る
。
学
事
上
取
調
と
い
う
名
目
で
の
視
察
で
あ
っ

た
が
、
そ
の
具
体
的
な
内
容
は
、
三
月
四
日
に
提
出
し
た
復
命
書
（
３
６
）

に

よ
っ
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

文
部
省
ノ
命
ヲ
奉
シ
、
第
一
高
等
中
学
校
ヘ
出
張
セ
ン
カ
タ
メ
、
二
月
十
三

日
大
阪
ヲ
発
シ
、
十
四
日
夜
東
京
ニ
着
ス
。
翌
十
五
日
ヨ
リ
第
一
高
等
中
学
校

ヘ
出
頭
シ
、
教
場
及
授
業
方
等
ヲ
点
視
ス
。 

物
理
教
場
ハ
四
室
ア
リ
、
一
ハ
器
械
室
、
一
ハ
実
験
室
、
一
ハ
講
義
室
、
一
ハ

暗
室
ナ
リ
。
又
他
室
ニ
於
テ
モ
時
々
物
理
科
ヲ
授
ク
、
暗
室
ハ
之
ヲ
三
部
ニ
区

分
シ
専
ラ
生
徒
実
験
ノ
用
ニ
供
ス
。
斯
ノ
如
ク
四
室
余
ノ
教
場
ヲ
以
テ
物
理
科

ニ
充
ツ
ル
ト
雖
モ
、
猶
其
ノ
不
足
ヲ
感
ス
ト
。
況
ヤ
現
在
我
カ
第
三
高
等
中
学

校
ノ
該
科
教
場
ハ
甚
狭
隘
ニ
シ
テ
不
便
少
ナ
カ
ラ
ス
、
他
日
西
京
ニ
移
転
ス
ル

ニ
於
テ
ハ
、
其
ノ
教
場
ノ
数
及
面
積
ノ
不
足
ナ
カ
ラ
ン
コ
ト
ヲ
切
望
ス
。
授
業

ニ
要
ス
ル
器
械
ハ
、
多
ク
ハ
該
校
ニ
備
ハ
ル
カ
故
ニ
実
地
之
ヲ
使
用
シ
テ
学
理

ヲ
教
フ
ル
コ
ト
ヲ
得
、
是
レ
最
モ
羨
ム
ヘ
キ
所
ナ
リ
。
倫
理
科
ハ
時
間
ノ
差
支

ア
リ
テ
、
初
太
郎
自
ら
其
ノ
授
業
ヲ
視
ル
コ
ト
ヲ
得
サ
リ
シ
カ
、
親
シ
ク
其
ノ

主
任
教
員
ニ
就
テ
其
法
方
ヲ
尋
ネ
タ
ル
ニ
、
専
ラ
儒
教
ニ
基
ツ
キ
予
科
各
級
ニ

通
シ
テ
論
語
ヲ
用
ヒ
、
先
ツ
章
句
ノ
義
ヲ
解
説
シ
、
次
ニ
実
例
ヲ
挙
テ
教
旨
ヲ

学
ハ
シ
ム
ト
、
然
リ
ト
雖
モ
倫
理
ノ
学
タ
ル
各
学
校
各
教
師
ニ
於
テ
其
ノ
授
業

方
ノ
不
完
全
ナ
ル
コ
ト
ヲ
感
セ
サ
ル
者
ナ
シ
。
第
一
高
等
中
学
校
ニ
於
テ
モ
亦

同
感
ヲ
抱
ク
カ
如
シ
、
蓋
シ
倫
理
科
ハ
人
倫
ノ
大
道
ヲ
知
ラ
シ
ム
ル
一
種
ノ
智

育
学
ニ
シ
テ
徳
育
学
ニ
ア
ラ
ス
、
故
ニ
単
ニ
之
ヲ
教
テ
以
テ
生
徒
ノ
良
心
ヲ
養

成
シ
其
品
行
ヲ
方
正
ナ
ラ
シ
メ
ン
ト
ス
ル
ハ
、
樹
ニ
緑
テ
魚
ヲ
求
ム
ル
ノ
徒
労

ヲ
免
カ
レ
サ
ル
ナ
リ
。
泰
西
ノ
博
士
曰
ク
手
ヲ
用
ヒ
テ
、
足
ヲ
発
育
ス
ル
コ
ト

能
ハ
ス
、
目
ヲ
用
ヒ
テ
耳
ヲ
鋭
敏
ナ
ラ
シ
ム
ル
コ
ト
能
ハ
ス
、
智
ヲ
磨
シ
テ
良

心
ヲ
敏
捷
ナ
ラ
シ
ム
ル
コ
ト
能
ハ
ス
ト
、
此
レ
最
モ
感
服
ス
ヘ
キ
言
ナ
リ
。
良

心
ノ
育
成
ハ
良
心
ヲ
教
育
ス
ル
ニ
ア
リ
、
倫
理
ヲ
知
ラ
シ
ム
ル
ニ
ア
ラ
ス
。
故

ニ
徳
育
ヲ
興
サ
ン
ニ
ハ
、
独
倫
理
学
ニ
依
ラ
ス
シ
テ
他
ノ
法
方
ヲ
求
ム
ル
ノ
必

要
ヲ
感
ス
ル
ナ
リ
。 

英
語
科
ハ
音
読
解
釈
両
カ
ラ
進
歩
シ
各
生
徒
能
ク
其
級
ノ
課
業
ニ
堪
ヘ
益
々
進

歩
ス
ル
ノ
状
ヲ
表
ハ
セ
リ 

優
弁
学
ニ
至
ラ
ハ
第
一
高
等
中
学
校
ハ
他
校
ニ
異
ラ
ス
従
来
之
ヲ
放
棄
シ
テ
其

進
歩
ヲ
顧
ミ
サ
ル
ノ
風
ア
リ
ト
、
抑
演
舌
ハ
文
明
社
会
ノ
武
器
ニ
シ
テ
弾
丸
硝

薬
ニ
代
リ
会
場
ニ
於
テ
勝
敗
ヲ
決
シ
人
心
ヲ
服
従
セ
シ
ム
ル
ノ
器
具
ナ
レ
バ
我
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国
ニ
於
テ
モ
教
育
上
欠
ク
可
カ
ラ
サ
ル
一
学
科
ナ
リ
然
ル
ニ
今
日
迄
其
進
歩
ノ

著
シ
カ
ラ
サ
ル
ハ
最
モ
遺
憾
ト
ス
ル
所
ナ
リ
能
弁
ハ
一
種
ノ
芸
術
ナ
ル
カ
故
ニ

習
字
図
画
ノ
如
ク
幼
年
ノ
時
ニ
於
テ
之
ヲ
学
ハ
シ
ム
ル
ハ
甚
必
要
ナ
リ
長
ス
ル

ノ
後
之
ヲ
学
ハ
ン
ト
欲
シ
数
々
演
壇
ニ
登
ト
雖
モ
其
目
的
ヲ
達
ス
ル
コ
ト
能
ハ

サ
レ
ハ
ナ
リ
東
京
高
等
女
学
校
ニ
於
テ
ハ
茲
ニ
見
ル
所
ア
リ
目
下
一
会
ヲ
設
ケ

女
子
ヲ
シ
テ
衆
人
ノ
前
ニ
立
テ
誦
読
講
演
等
ヲ
ナ
サ
シ
ム
女
生
徒
ヲ
シ
テ
猶
然

リ
況
ン
ヤ
男
生
徒
ヲ
ヤ
我
第
三
高
等
中
学
校
ニ
於
テ
他
校
ニ
先
鞭
シ
テ
自
今
優

弁
学
ヲ
授
ツ
ク
ル
ノ
方
ヲ
設
ク
ル
コ
ト
冀
望
ニ
堪
ヘ
サ
ル
ナ
リ 

出
京
ノ
序
ヲ
以
テ
第
三
高
等
中
学
校
ノ
タ
メ
左
ノ
器
械
及
書
籍
ヲ
注
文
ス
（
委

細
ハ
積
書
ニ
記
ス
）
〔
中
略
〕 

一
日
上
野
教
育
博
覧
館
ニ
赴
キ
、
曾
テ
第
三
高
等
中
学
校
ヨ
リ
注
文
シ
タ
ル
教

場
用
机
及
自
習
室
用
机
ヲ
一
覧
セ
リ
〔
中
略
〕 

 
 

又
帝
国
大
学
、
高
等
師
範
学
校
、
高
等
商
業
学
校
、
高
等
女
学
校
、
職
工
学
校 

 

ヲ
一
覧
セ
リ 

 
 

仝
月
廿
七
日
東
京
ヲ
発
シ
翌
廿
八
日
大
阪
ニ
着
ス 

 
 

右
復
命
仕
候
也 

 
 
 
 
 

明
治
廿
二
年
三
月
二
日 

 
 
 
 

教
諭
田
村
初
太
郎
印 

 

 

第
三
高
等
中
学
校
長
折
田
彦
市
殿 

 

二
月
一
三
日
に
大
阪
を
た
ち
、
一
四
日
の
夜
に
東
京
に
到
着
し
た
田
村

は
、
一
五
日
第
一
高
等
中
学
校
に
行
き
、
教
場
や
授
業
を
視
察
す
る
。
田

村
は
物
理
、
英
語
、
倫
理
、
優
弁
学
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
詳
し
く
自
分
の

感
想
と
批
判
な
ど
を
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
時
、
田
村
は
英
語
、
物
理
、

哲
学
、
倫
理
を
受
け
持
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
担
当
教
科
に
重
点
を
お
い
た

視
察
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
第
一
高
等
中
学
校
以
外
に
も
、

帝
国
大
学
、
高
等
師
範
学
校
、
高
等
商
業
学
校
、
高
等
女
学
校
、
職
工
学

校
を
一
覧
す
る
な
ど
他
の
文
部
省
直
轄
学
校
へ
の
視
察
も
兼
ね
て
い
た
。 

 

以
上
、
区
域
内
尋
常
中
学
校
へ
の
視
察
と
い
う
点
か
ら
す
る
と
、
そ
の

主
役
は
学
校
長
よ
り
も
教
頭
か
ら
教
授
へ
と
推
移
し
て
い
る
。 

ま
た
、
同
レ
ベ
ル
へ
の
視
察
は
学
校
長
や
医
学
部
長
に
よ
っ
て
行
わ
れ

た
事
例
も
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
第
三
高
等
中
学
校
教
員
か
ら
の
視
察
は

少
な
く
、
年
報
に
よ
る
と
先
述
し
た
田
村
の
第
一
高
等
中
学
校
視
察
の
み

確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
何
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
教
員

の
履
歴
、
視
察
内
容
に
関
す
る
資
料
発
掘
と
分
析
を
待
た
ざ
る
を
え
な
い

が
、
第
三
高
等
中
学
校
の
同
レ
ベ
ル
の
学
校
と
の
聯
絡
・
協
議
・
調
整
は

校
長
会
、
教
頭
会
議
な
ど
の
会
議
に
重
み
が
お
か
れ
、
区
域
内
学
校
と
の

聯
絡
な
ど
は
出
張
な
ど
の
人
的
交
流
が
盛
ん
に
行
わ
れ
た
可
能
性
も
あ
る

と
い
え
る
。 

 

お
わ
り
に 

  

本
稿
は
、
尋
常
中
学
校
側
、
地
方
行
政
側
の
史
料
、
教
員
の
復
命
書
な

ど
の
史
料
に
限
界
が
あ
る
な
か
で
、
主
に
高
等
中
学
校
側
の
断
片
的
な
史
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料
を
分
析
し
、
第
三
高
等
中
学
校
教
員
の
出
張
先
、
出
張
者
の
推
移
を
考

察
し
た
も
の
で
あ
る
。
教
員
は
上
京
し
て
高
等
中
学
校
の
学
校
基
盤
づ
く

り
に
参
画
し
、
区
域
内
の
地
域
学
校
、
特
に
尋
常
中
学
校
を
継
続
的
に
視

察
す
る
こ
と
で
下
級
学
校
と
の
聯
絡
を
は
か
っ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き

た
。 一

八
八
九
年
一
月
二
八
日
森
文
部
大
臣
は
、
直
轄
学
校
長
に
対
す
る
演

説
（
３
７
）

の
な
か
で
、
直
轄
学
校
制
度
の
如
何
が
地
方
学
校
に
影
響
を
与
え

る
こ
と
を
強
調
し
、
そ
の
点
で
学
校
長
の
覚
醒
を
促
が
し
た
よ
う
に
、
一

八
八
〇
年
代
後
半
文
部
省
は
直
轄
学
校
の
地
方
学
校
へ
の
影
響
を
重
要
視

か
つ
意
識
し
て
い
た
。
高
等
中
学
校
創
設
は
文
部
省
に
お
い
て
学
校
間
の

連
繋
方
法
と
調
整
と
い
う
点
で
あ
ら
た
な
課
題
を
あ
た
え
、
文
部
省
は
学

校
長
会
議
、
教
頭
会
議
、
医
学
部
長
会
議
、
会
計
主
任
会
議
な
ど
定
期
的

な
会
議
を
行
っ
て
各
学
校
担
当
者
の
意
見
を
収
斂
し
な
が
ら
、
学
校
体
制

の
基
礎
作
り
を
は
か
っ
て
い
た
。
こ
の
な
か
で
、
学
校
長
と
教
頭
は
当
時

の
学
校
の
性
格
を
左
右
す
る
強
力
な
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も

な
い
。 

実
際
、
そ
の
陣
容
を
み
る
と
、
更
迭
学
校
長
も
含
め
て
、
多
く
の
学
校

長
が
文
部
本
省
の
書
記
官
、
参
事
官
、
視
学
官
を
経
験
し
、
教
育
行
政
に

直
接
関
与
し
た
人
物
が
学
校
長
へ
と
赴
任
し
て
い
る
。
ま
た
、
初
代
高
等

中
学
校
教
頭
に
名
を
連
ね
る
の
は
、
村
岡
範
為
馳
、
難
波
正
、
松
井
直
吉
、

飯
盛
挺
造
、
高
須
碌
郎
、
谷
田
部
梅
吉
、
松
田
正
久
で
あ
る
。
政
治
家
と

し
て
有
名
な
松
田
を
除
い
た
六
人
全
員
が
明
治
初
期
に
欧
米
留
学
を
経
験

（
村
岡
、
難
波
、
松
井
、
飯
盛
）
す
る
か
、
国
内
の
高
等
教
育
を
う
け
た

（
高
須
、
谷
田
部
）
理
学
士
で
、
専
門
的
な
知
識
に
お
い
て
は
学
校
長
よ

り
も
勝
れ
た
人
物
が
配
置
さ
れ
た
（
３
８
）

。
三
〇
歳
代
の
理
系
の
人
物
が
学

校
の
首
脳
部
に
な
っ
た
こ
と
は
、
文
部
省
の
当
時
の
高
等
中
学
校
づ
く
り

に
理
系
中
心
、
あ
る
い
は
洋
学
受
容
へ
の
積
極
性
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る

も
の
の
、
人
事
に
つ
な
が
る
史
料
は
管
見
で
は
見
あ
た
ら
な
い
。
教
員
と

教
育
行
政
家
が
未
分
化
さ
れ
て
い
る
と
き
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
こ
の
人
的

な
異
動
、
交
流
な
ど
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
高
等
中
学
校
だ
け
で
な

く
、
明
治
期
教
育
政
策
過
程
、
実
施
、
修
正
過
程
を
動
態
的
に
み
る
こ
と

が
で
き
る
。
こ
の
問
題
は
次
の
課
題
に
し
た
い
。 

 注 

                                        

                  

 

（
１
） 

田
中
智
子
「
第
三
高
等
中
学
校
設
置
問
題
再
考
―
府
県
と
官
立
学
校

―
」

『
京
都
大
学
大
学
文
書
館
研
究
紀
要
』
（
第
三
号
、
二
〇
〇
五

年
三
月
発
行
）
な
ど
。 

（
２
） 

四
方
一
瀰
「
「
中
学
校
教
則
大
綱
」
学
科
課
程
の
成
立
に
関
す
る
一

考
察
―
官
立
大
阪
中
学
校
の
発
足
と
の
か
か
わ
り
か
ら
み
た
―
」『
教

育
学
論
叢
』
（
国
士
舘
大
学
教
育
学
会
、
第
三
号
、
一
九
八
五
年
一

二
月
）
。
西
山
伸
「
第
三
高
等
中
学
校
に
お
け
る
「
無
試
験
入
学
制

度
」
『
地
方
教
育
史
研
究
』
（
全
国
地
方
教
育
史
学
会
紀
要
第
二
三

号
、
二
〇
〇
二
年
）
。
厳
平
「
尋
常
中
学
校
か
ら
高
等
中
学
校
へ
の
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入
学
問
題
と
『
設
置
区
域
』
―
第
三
高
等
中
学
校
へ
の
無
試
験
入
学

の
実
態
分
析
を
手
が
か
り
に
―
」
『
日
本
教
育
史
研
究
』
（
日
本
教

育
史
研
究
会
、
二
三
号
、
二
〇
〇
四
年
八
月
）
、
同
『
三
高
の
見
果

て
ぬ
夢
―
中
等
・
高
等
教
育
成
立
過
程
と
折
田
彦
市
―
』
（
思
文
閣

出
版
、
二
〇
〇
八
年
）
。 

（
３
） 

筧
田
知
義
『
旧
制
高
等
学
校
教
育
の
成
立
』
（
一
九
七
五
年
、
ミ
ネ

ル
ヴ
ァ
書
房
）
、
前
掲
厳
平
著
作
。 

（
４
） 

第
三
高
等
中
学
校
は
、
一
八
八
九
年
八
月
大
阪
か
ら
京
都
へ
の
移
転

を
終
了
し
て
い
る
が
、
第
三
高
等
中
学
校
の
設
置
場
所
が
京
都
に
定

ま
っ
た
こ
と
や
京
都
の
中
で
も
吉
田
の
地
に
定
ま
る
ま
で
の
学
校
、

文
部
省
、
地
方
側
の
動
き
は
前
掲
の
田
中
智
子
の
研
究
に
よ
っ
て
詳

細
に
さ
れ
て
い
る
。
同
じ
く
医
学
部
が
一
八
八
八
年
四
月
岡
山
に
開

設
さ
れ
た
こ
と
、
一
八
八
八
年
三
月
に
修
学
旅
行
が
初
め
て
行
わ
れ

る
よ
う
に
な
る
が
そ
の
た
め
の
予
備
調
査
な
ど
が
行
わ
れ
て
い
た
。 

（
５
）

『
第
三
高
等
中
学
校
大
學
分
校
改
称
第
十
七
回
年
報 
起
明
治
十
九

年
一
月
止
同
年
十
二
月
』
（
三
高
一
―
一
一
七
二
）
、
『
第
三
高
等

中
学
校
第
十
八
回
年
報 

起
明
治
二
十
年
一
月
止
同
年
十
二
月
』

（
三
高
一
―
一
三
〇
四
）
、『
第
三
高
等
中
学
校
第
十
九
回
年
報 
明

治
廿
一
年
一
月
起
同
年
十
二
月
止
』（
三
高
一
―
一
四
一
九
）
、『
第

三
高
等
中
学
校
第
二
十
回
年
報 

明
治
二
十
二
年
一
月
起
同
年
十

二
月
止
』
（
三
高
一
―
一
六
〇
一
）
、
『
第
三
高
等
中
学
校
第
二
十

一
回
年
報 

明
治
二
十
三
年
一
月
起
同
年
十
二
月
止
』
（
三
高
一
―

一
七
〇
二
）
、
『
第
三
高
等
中
学
校
第
二
十
二
回
年
報 

明
治
二
十

四
年
一
月
起
同
年
十
二
月
止
』
（
三
高
一
―
一
八
三
三
）
、
『
第
三

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

高
等
中
学
校
第
二
十
三
回
年
報 

明
治
二
十
五
年
一
月
起
同
年
十

二
月
止
』
（
三
高
一
―
一
九
六
五
）
、
『
第
三
高
等
中
学
校
第
二
十

四
回
年
報 

明
治
二
十
六
年
一
月
起
同
年
十
二
月
止
』
（
三
高
一
―

二
〇
三
八
）
、
『
第
三
高
等
学
校
第
廿
五
回
年
報 

自
明
治
廿
七
年

一
月
一
日
至
同
年
十
二
月
三
十
一
日
』
（
三
高
一
―
二
一
七
六
）
よ

り
作
成
。
以
下
、
各
年
度
「
第
三
高
等
中
学
校
年
報
」
の
典
拠
は
同

様
。
ま
た
、
「
三
高
」
と
は
京
都
大
学
大
学
文
書
館
所
蔵
の
「
第
三

高
等
学
校
関
係
資
料
」
で
あ
る
。 

（
６
） 

上
款
は
綜
理
の
意
見
を
具
し
て
、
文
部
卿
允
許
を
経
た
後
に
施
行
す

る
も
の
で
、
下
款
は
綜
理
が
専
行
で
き
る
権
限
で
あ
る
。
『
明
治
十

二
年
五
月
本
省
特
別
達
書
類
』
（
三
高
一
―
三
七
五
）
。 

（
７
） 

「
定
期
上
京
ノ
際
会
計
主
任
随
行
ノ
儀
会
計
局
長
ヨ
リ
照
会
」
『
明

治
自
十
九
年
至
二
十
一
年
訓
諭
牒
類
』
（
三
高
一
―
一
一
〇
〇
）
。 

（
８
） 

一
八
八
五
年
一
一
月
一
八
日
か
ら
一
八
八
七
年
八
月
一
一
日
ま
で
欧

州
出
張
。 

（
９
） 

「
各
高
等
中
学
校
長
医
学
部
ノ
事
ニ
付
学
校
長
東
京
ヘ召
集
ノ
件
」『明

治
自
十
九
年
至
二
十
一
年
訓
諭
牒
類
』
（
三
高
一
―
一
一
〇
〇
）。 

（
１
０
） 

「
三
宅
医
学
校
取
調
委
員
ノ
演
説 

明
治
廿
年
十
二
月
十
六
日
文

部
省
中
高
等
中
学
校
長
集
会
ノ
席
ニ
於
テ
」
『
明
治
廿
一
年 

専
門

学
務
局
往
復
書
類
』
（
三
高
一
―
一
四
一
二
）
。 

（
１
１
） 

「
各
高
等
中
学
校
長
ヨ
リ
本
科
分
科
別
科
医
学
部
等
ノ
諸
件
ニ
付

上
申
」
『
明
治
自
十
九
年
至
二
十
一
年
訓
諭
牒
類
』
（
三
高
一
―
一

一
〇
〇
）
。 

（
１
２
） 

「
校
長
会
議
」
『
読
売
新
聞
』
（
一
八
八
八
年
五
月
二
三
日
付
）
。 
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（
１
３
） 

「
文
部
省
に
お
い
て
高
等
中
学
校
長
高
等
中
学
医
学
部
長
に
対
す

る
演
説
（
明
治
二
十
一
年
五
月
二
十
六
日
）
」
（
大
久
保
利
謙
監
修
、

上
沼
八
郎
・
犬
塚
孝
明
共
編
『
新
修 

森
有
禮
全
集
第
二
巻
』
文
泉

堂
書
店
、

一
九
九
七
年
）
。 

（
１
４
） 

一
八
八
八
年
六
月
五
日
「
高
等
中
学
校
長
会
議
決
議
」
（
五
高
記

念
館
所
蔵
、
『
自
明
治
廿
一
年
至
同
廿
九
年 

高
等
学
校
長
会
議
決

議
』
）
。 

（
１
５
） 

「
中
学
校
長
会
議
の
結
了
」
『
読
売
新
聞
』
（
一
八
八
九
年
六
月

一
日
付
）
。
「
高
等
中
学
校
改
正
の
会
議
」
『
読
売
新
聞
』
（
一
八

九
一
年
六
月
六
日
付
）
、
「
文
部
省
の
会
議
」
『
読
売
新
聞
』
（
一

八
九
一
年
六
月
一
一
日
付
）
、
「
官
庁
会
議
」
『
読
売
新
聞
』
（
一

八
九
三
年
六
月
二
四
日
付
）
、
「
井
上
文
相
高
等
中
学
校
長
を
饗 

す
」
『
読
売
新
聞
』
（
一
八
九
三
年
六
月
二
九
日
付
）
、
「
高
等
中

学
校
長
会
議
」
『
読
売
新
聞
』
（
一
八
九
四
年
四
月
二
四
日
付
）
な

ど
。
一
八
九
〇
年
三
月
一
三
日
文
部
省
専
門
学
務
局
か
ら
第
三
高
等

中
学
校
へ
の
回
答
「
各
高
等
中
学
校
長
会
議
決
議
録
ニ
係
ル
回
答
」

『
明
治
廿
三
年 

専
門
学
務
局
往
復
書
類
』
（

三
高
一
―
一
七
一

九
）
。
こ
の
他
の
学
校
長
会
議
記
録
に
は
、
一
八
九
四
年
五
月
（
五

高
記
念
館
所
蔵
、
『
自
明
治
廿
一
年
至
同
廿
九
年 

高
等
学
校
長
会

議
決
議
』
）
が
あ
る
。 

（
１
６
）「
当
校
規
則
改
正
之
儀
客
月
十
五
日
付
第
一
四
一
三
号
ヲ
以
テ
伺
出

候
処
右
改
正
ニ
関
ス
ル
事
項
ハ
明
年
之
校
長
会
議
ニ
於
テ
可
成
一
定

改
候
」
一
八
九
二
年
一
〇
月
二
〇
日
「
規
則
改
正
案
」
『
明
治
廿
六

年
文
部
省
伺
指
令
』
（
三
高
一
―
一
九
九
八
）
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（
１
７
） 

一
八
八
八
年
五
月
三
〇
日
「
高
等
中
学
校
長
会
議
決
議
」
の
な
か

に
収
録
（
前
掲
『
自
明
治
廿
一
年
至
同
廿
九
年 

高
等
学
校
長
会
議

決
議
』
）
。 

（
１
８
）

一
八
八
八
年
六
月
五
日
「
高
等
中
学
校
長
会
議
決
議
」
（
前
掲
『
自

明
治
廿
一
年
至
同
廿
九
年 

高
等
学
校
長
会
議
決
議
』
）
。 

（
１
９
） 

「
第
三
高
等
中
学
校
事
務
規
則
」
『
校
定
法
規
』
（
三
高
一
―
三

九
）
。 

（
２
０
） 

農
芸
化
学
者
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
松
井
は
、
一
八
五
七
年
に
岐

阜
で
生
ま
れ
、
貢
進
生
と
し
て
一
八
七
一
年
大
学
南
校
に
入
学
、
一

八
七
五
年
七
月
ア
メ
リ
カ
に
留
学
、
一
八
七
八
年
七
月
コ
ロ
ン
ビ
ア

大
学
鉱
山
学
科
を
卒
業
す
る
。
帰
国
後
の
一
八
八
〇
年
一
〇
月
東
京

大
学
理
学
部
講
師
に
な
り
、
翌
年
九
月
に
は
教
授
に
な
っ
た
。
一
〇

月
か
ら
一
八
八
四
年
八
月
ま
で
予
備
門
に
も
兼
勤
し
て
い
た
。
そ
し

て
、
一
八
八
七
年
四
月
に
第
三
高
等
中
学
校
教
頭
に
な
り
、
一
八
八

八
年
六
月
に
理
学
博
士
、
一
八
九
〇
年
六
月
に
は
帝
国
大
学
農
科
大

学
教
授
に
な
っ
て
、
そ
の
後
二
〇
年
間
農
科
大
学
長
も
兼
任
す
る

（
『
東
京
大
学
史
史
料
目
録
八 

歴
代
総
長
年
譜
第
一
部
』
東
京
大

学
百
年
史
編
集
室
、
昭
和
五
六
年
）
。
さ
ら
に
、
文
部
省
実
業
教
育

局
長
や
高
等
学
務
局
長
を
兼
任
し
、
そ
し
て
専
門
学
務
局
長
（
一
九

〇
二
年
三
月
ー
一
九
〇
五
年
二
月
）
に
な
っ
て
東
京
帝
大
農
科
大
学

教
授
を
兼
任
、
一
時
期
に
は
東
京
大
学
帝
国
大
学
総
長
（
一
九
〇
五

年
一
一
月
ー
一
二
月
）
も
兼
任
す
る
な
ど
、
そ
の
経
歴
か
ら
学
者
、

教
育
者
、
学
校
管
理
職
と
と
も
に
教
育
行
政
に
関
与
し
た
面
も
窺
え

る
。 
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（
２
１
） 

「
各
高
等
中
学
校
校
務
上
諮
詢
協
議
ノ
為
メ
教
頭
若
ク
ハ
首
任
教

諭
出
京
ノ
件
」
『
明
治
自
十
九
年
至
二
十
一
年
訓
諭
牒
類
』
（
三
高

一
―
一
一
〇
〇
）
。 

（
２
２
） 

「
各
高
等
中
学
校
教
頭
会
議
ヨ
リ
上
申
ノ
件
」
『
明
治
自
十
九
年

至
二
十
一
年
訓
諭
牒
類
』
（
三
高
一
―
一
一
〇
〇
）
。 

（
２
３
） 

一
八
八
八
年
六
月
五
日
「
高
等
中
学
校
長
会
議
決
議
」
（
五
高
記

念
館
所
蔵
、
『
自
明
治
廿
一
年
至
同
廿
九
年 

高
等
学
校
長
会
議
決

議
』
）
。 

（
２
４
） 

当
時
の
学
校
が
あ
っ
た
大
阪
か
ら
東
京
へ
の
沿
道
諸
県
下
の
学
校

が
対
象
に
な
っ
て
い
る
。
一
八
八
六
年
一
一
月
高
等
中
学
校
設
置
区

域
の
区
分
に
よ
れ
ば
、
区
域
外
の
愛
知
・
静
岡
も
含
ま
れ
て
お
り
、

視
察
校
は
小
学
校
、
中
学
校
、
師
範
学
校
な
ど
と
幅
広
く
想
定
さ
れ

て
い
た
。
折
田
校
長
は
、
大
坂
中
学
校
が
模
範
学
校
で
あ
る
た
め
に
、

地
方
教
育
の
実
情
を
知
り
、
そ
の
関
係
を
緊
密
に
す
る
こ
と
が
大
事

で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
視
察
を
行
っ
て
い
た
（
神
陵
史
資
料
研
究

会
編
『
史
料
神
陵
史
―
舎
密
局
か
ら
三
高
ま
で
』
一
九
九
四 

年
、

四
七
一
〜
四
七
二
頁
）
。 

（
２
５
） 

『
明
治
二
十
年
文
部
省
伺
並
届
類
原
稿
』（
三
高
一
―
一
二
二
二
）
。 

（
２
６
）
「
明
治
二
十
一
年
四
月
調
区
域
内
各
尋
常
中
学
校
一
覧
」
『
明
治
廿

一
年
参
考
起
草
書
類
』
（
三
高
一
―
一
四
〇
七
）
。 

 
 

 
 
 
 

校
名 

 
 
 
 

教
員
数 

 

学
生
数 

 

設
立
年
月 

京
都
府
尋
常
中
学
校 

 

二
二 

 

二
八
一 

一
八
八
八
年
四
月
一
日 

大
阪
府
尋
常
中
学
校 

 

一
四 

 

二
五
八 

一
八
八
三
年
七
月 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

兵
庫
県
尋
常
中
学
校 

 

一
一 

 

一
九
一 

一
八
八
七
年
四
月
一
日 

郡
山
尋
常
中
学
校 

 
 

一
三 

 

一
七
四 

一
八
七
六
年
八
月
一
二
日 

吉
野
尋
常
中
学
校 

 
 
 

六 
 
 

七
四 

一
八
八
七
年
四
月
一
二
日 

三
重
県
尋
常
中
学
校 

 

一
七 

 

二
八
四 

一
八
八
〇
年
一
月
二
五
日 

滋
賀
県
尋
常
中
学
校 

 

一
三 

 

一
六
六 

一
八
八
七
年
四
月
一
日 

岐
阜
県
尋
常
中
学
校 

 

一
五 

 

二
一
三 

一
八
七
四
年
九
月 

鳥
取
県
尋
常
中
学
校 

 

一
二 

 
 

六
八 

一
八
八
六
年
八
月
一
八
日 

島
根
県
尋
常
中
学
校 

 
 

九 
 

一
一
五 

一
八
七
六
年
三
月 

岡
山
県
尋
常
中
学
校 

 

一
二 

 

二
二
九 

一
八
七
四
年
六
月
六
月 

広
島
尋
常
中
学
校 

 
 

一
一 

 

一
七
八 

一
八
七
七
年
一
一
月 

尋
常
中
学
校
福
山
誠
之
館 

一
〇 

一
三
五 

一
八
七
九
年
七
月 

和
歌
山
県
尋
常
中
学
校 

一
六 

 

二
六
九 

一
八
七
九
年
三
月
一
日 

徳
島
尋
常
中
学
校 

 

一
四(

兼
任
三) 

二
六
二 

一
八
七
八
年
一
二
月 

高
知
県
尋
常
中
学
校 

 

三
〇 

 

男
六
四
八 

女
一
一
七 

 
 
 

 

男
子
部
一
八
七
八
年
一
一
月 

女
子
部
一
八
八
七
年
九
月 

（
２
７
） 

一
八
八
七
年
五
月
二
四
日
送
達
「
生
徒
募
集
之
儀
ニ
付
第
一
高
等

中
学
校
御
照
会
按
」
『
明
治
二
十
年
学
校
館
所
往
復
書
類
』
（
三
高

一
―
一
二
九
四
）
。 

（
２
８
） 

「
久
保
視
学
官
の
第
四
回
復
命
書
」
『
大
日
本
教
育
会
雑
誌
』
七

一
号
〜
七
三
号
、
一
八
八
八
年
一
月
一
日
、
二
月
一
日
、
三
月
一
日
。 

（
２
９
） 
第
三
高
等
中
学
校
「
本
校
規
則
」
（
一
八
八
七
年
四
月
一
日
現
在
）

に
よ
る
と
、
「
学
年
は
九
月
一
一
日
に
始
ま
っ
て
翌
年
九
月
一
〇
日

に
終
わ
る
（
前
学
期
は
九
月
一
一
日
〜
二
月
一
五
日
。
後
学
期
は
二
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月
一
六
日
〜
九
月
一
〇
日
）
」
（
一
条
）
、
「
休
業
日
は
、
日
曜
日
、

秋
季
皇
霊
祭
（
秋
分
）
、
神
嘗
祭
（
一
〇
月
一
七
日
）
、
天
長
節
（
一

一
月
三
日
）
、
新
嘗
祭
（
一
一
月
二
三
日
）
、
冬
期
休
業
（
一
二
月

二
五
日
〜
一
月
七
日
）
、
孝
明
天
皇
際
祭
（
一
月
三
〇
日
）
、
紀
元

節
（
二
月
一
一
日
）
、
春
季
皇
霊
祭
（
春
分
）
、
神
武
天
皇
祭
（
四

月
三
日
）
、
夏
期
休
業
（
七
月
一
一
日
〜
九
月
一
〇
日
）
」
（
三
条
）

で
あ
る
。 

（
３
０
） 

「
区
域
内
尋
常
中
学
校
長
会
議
決
條
件
届
」
『
明
治
二
十
二
年
文

部
省
上
申
開
申
届
類
原
稿
第
貳
号
』 

（
三
高
一
―
一
五
六
七
）
。 

（
３
１
） 

『
文
部
省
伺
並
届
類
原
稿
』
（
三
高
一
―
一
二
二
二
）
、
『
明
治

二
十
二
年
文
部
省
上
申
開
申
届
類
原
稿
第
弐
号
』
（
三
高
一
―
一
五

六
七
）
、
『
回
達
掲
示
書
類 

明
治
二
十
三
年
』
（
三
高
一
―
一
六

二
三
）
。『
請
書
綴
込 

明
治
二
十
三
年
』（
三
高
一
―
一
七
〇
七
）
。 

（
３
２
） 

「
二
条 

聯
絡
協
議
は
第
三
高
等
中
学
校
と
其
区
域
内
諸
尋
常
中

学
校
と
の
聯
絡
を
議
せ
る
も
の
に
し
て
、
実
に
今
回
出
張
の
眼
目
た

り
、
而
し
て
其
決
議
の
条
件
は
、
既
に
第
三
高
等
中
学
校
長
よ
り
申

報
せ
る
所
た
り
と
雖
と
も
」
云
々
（
『
徳
重
文
書
』
京
都
府
立
総
合

資
料
館
の
複
製
資
料
を
利
用
）
。 

（
３
３
） 

『
明
治
廿
五
年
四
月 

区
域
内
尋
常
中
学
校
長
会
議
一
件
』
（
三

高
一
―
一
九
五
八
）
。 

（
３
４
） 

前
同
。 

（
３
５
） 

一
八
九
〇
年
九
月
一
五
日
芳
川
顕
正
文
部
大
臣
は
山
県
有
朋
総
理

大
臣
に
文
部
省
直
轄
諸
学
校
官
制
並
東
京
図
書
館
官
制
を
改
正
す
る

た
め
の
請
議
案
を
提
出
。
そ
の
中
に
「
各
学
校
教
頭
ヲ
廃
シ
タ
ル
コ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ト
」
と
い
う
項
目
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
、
「
学
校
長
ハ

学
校
ヲ
統
営
ス
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
従
来
教
頭
ノ
掌
理
シ
タ
ル
教
務
モ
亦

自
ラ
之
ヲ
処
理
ス
ル
ヲ
以
テ
適
当
ト
認
メ
特
ニ
教
頭
ノ
官
ヲ
置
ク
ノ

必
要
ナ
キ
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
学
校
長
及
教
頭
ノ
職
務
ハ
離
ル
ヘ
カ
ラ
サ
ル

モ
ノ
ニ
シ
テ
両
官
ヲ
置
ク
ト
キ
ハ
却
テ
繁
雑
ヲ
来
シ
校
務
ノ
渋
滞
ヲ

免
レ
サ
ル
ヲ
以
テ
之
ヲ
廃
シ
タ
リ
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
（
「
文
部

省
直
轄
諸
学
校
官
制
並
東
京
図
書
館
官
制
中
ヲ
改
正
ス
」
『
公
文
類

聚
』
一
四
編
巻
之
五
六
学
政
門
二
）
。 

（
３
６
） 

「
田
村
教
諭
第
一
高
等
中
学
へ出
張
の
復
命
書
」『明
治
二
十
二
年 

文
部
省
上
申
開
申
届
類
原
稿
第
弐
号
』（三
高
一
―
一
五
六
七
）。 

（
３
７
） 

前
掲
『
新
修 

森
有
禮
全
集
第
二
巻
』
、
五
四
二
頁
。 

（
３
８
）

唐
澤
富
太
郎
『
貢
進
生
―
幕
末
維
新
期
の
エ
リ
ー
ト
た
ち
―
』
唐
澤

富
太
郎
著
作
集
第
四
巻
（
一
九
九
〇
年
、
ぎ
ょ
う
せ
い
）
、
『
文
部

省
職
員
録
』
、
「
任
免
裁
可
書
」
（
公
文
書
館
所
蔵
、
内
閣
総
理
府

昭
和
四
六
年
移
管
公
文
書
）
よ
り
。 


